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一　

は
じ
め
に

　

本
）
1
（
稿
は
、
二
〇
一
七
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
「
刑
法
上
の
財
産
は
く
奪
の
改
正
の
た
め
の
法
律
（G

esetz zur Reform
 

der strafrechtlichen Verm
ögensabschöpfung vom

 13. April 2

（
2
）

017

）」
に
よ
り
行
わ
れ
た
改
正
（
以
下
、「
本
改
正
」
と
す
る
）
の
う
ち
、
刑

法
典
の
一
部
改
正
に
関
す
る
部
分
の
概
要
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
改
正
の
要
点
は
、
刑
法
典
に
関
し
て
い
え
ば
、
以
下
の
二
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
本
改
正
前
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
に
は
、
生
成
物
件
お
よ
び
供
用
物
件
・
供
用
準
備
物
件
の
は
く
奪
を
内
容
と
す
る
「
没
収

（Einziehung

）」
と
、
犯
罪
に
よ
っ
て
得
た
収
益
の
は
く
奪
を
内
容
と
す
る
「
収
奪
（Verfa （
3
）

ll

）」
と
い
う
二
つ
の
概
念
が
あ
っ
た
。
本
改

正
は
、
両
概
念
を
「
没
収
（Einziehung
）」
に
統
一
し
た
。
こ
れ
は
、
用
語
の
変
更
に
よ
っ
て
全
面
的
な
制
度
改
正
だ
と
い
う
こ
と
を
強

調
す
る
と
同
時
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
標
準
的
な
概
念
で
あ
るconfiscation

に
用
語
を
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い（
4
）る。

　

第
二
に
、
旧
法
下
に
お
け
る
収
奪
に
該
当
す
る
部
分
に
つ
き
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
、
制
度
の
簡
素
化
・
明
確
化
・
強
化
が
行
わ
れ
た
。

具
体
的
に
は
、
被
害
者
に
請
求
権
が
生
じ
る
場
合
の
収
奪
禁
止
の
撤
廃
、
犯
罪
収
益
に
関
す
る
総
額
主
義
の
明
確
化
、「
拡
大
収
奪

（Erw
eiterter Verfall

）」
の
適
用
範
囲
の
拡
大
、
違
法
行
為
の
具
体
的
な
立
証
を
要
し
な
い
独
立
没
収
制
度
の
導
入
な
ど
で
あ
る
。
一
方
、

旧
法
下
に
お
け
る
没
収
に
関
す
る
部
分
は
、
大
幅
な
内
容
変
更
を
被
ら
な
か
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
旧
法
下
で
の
収
奪
制
度
の
概
要
を
説
明
す
る
（
二　

改
正
前
の
収
奪
制
度
）。
そ
の
う
え
で
、
収
奪
に
関
す
る
実
体

法
部
分
の
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
す
る
（
三　

改
正
の
概
要
）。
特
殊
事
情
に
よ
り
、
本
稿
の
執
筆
期
間
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
た

め
、
旧
法
下
で
の
没
収
制
度
の
概
要
の
説
明
は
、
先
行
業
績
に
委
ね
ざ
る
を
得
な（
5
）い。
ま
た
、
手
続
法
部
分
を
含
め
た
現
行
法
の
包
括
的

な
紹
介
・
検
討
は
、
別
稿
で
行
う
予
定
で
あ
る
。
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没
収
に
関
す
る
部
分
を
含
め
、
新
旧
対
照
表
を
本
稿
末
尾
に
掲
載
し
て
あ
る
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

二　

改
正
前
の
収
奪
制
度（

6
）

㈠　

没
収
と
収
奪
の
違
い

　

没
収
は
、
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
生
じ
た
客
体
（
生
成
物
件
）、
犯
罪
行
為
の
遂
行
ま
た
は
予
備
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
客
体
（
供
用

物
件
）、
お
よ
び
犯
罪
行
為
の
遂
行
ま
た
は
予
備
の
た
め
に
用
い
ら
れ
よ
う
と
し
た
客
体
（
供
用
準
備
物
件
）
を
任
意
的
に
は
く
奪
す
る
制

度
で
あ
っ
た
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
旧
七
四
条
一
項
。
以
下
、
断
り
が
な
い
場
合
は
、
条
文
は
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
も
の
を
指
す
。
ま
た
、
国
名
の
表
記
が
な
い

場
合
は
、
ド
イ
ツ
の
法
令
を
指
す
）。
客
体
（G
egenstände

）
に
は
、
物
の
ほ
か
に
権
利
も
含
ま
れ（
7
）る。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
刑
法
一
九
条

一
項
三
号
の
う
ち
の
取
得
物
件
お
よ
び
報
酬
物
件
、
同
項
四
号
の
対
価
物
件
に
相
当
す
る
も
の
は
没
収
の
客
体
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ（
8
）た。

こ
れ
は
、
没
収
の
目
的
が
、
客
体
の
物
質
的
な
生
成
ま
た
は
現
在
の
性
状
が
犯
罪
行
為
に
由
来
す
る
も
の
を
は
く
奪
す
る
こ
と
に
あ
り
、

犯
罪
収
益
の
は
く
奪
に
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ（
9
）る。

　

没
収
に
は
、
刑
罰
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
保
安
処
分
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
が
あ
っ
た
。
犯
罪
行
為
の
正
犯
者
ま
た
は
共

犯
者
が
所
有
権
ま
た
は
権
利
を
有
す
る
客
体
に
対
す
る
没
収
（
旧
七
四
条
二
項
一
号
）
が
前
者
に
あ
た
る
。
ま
た
、
客
体
が
行
為
手
段
と

し
て
用
い
ら
れ
も
し
く
は
行
為
客
体
と
な
っ
た
こ
と
に
少
な
く
と
も
軽
率
に
寄
与
し
、
ま
た
は
没
収
を
許
し
た
で
あ
ろ
う
状
況
を
知
り
な

が
ら
、
非
難
す
べ
き
方
法
で
客
体
を
得
た
第
三
者
に
対
す
る
没
収
（
旧
七
四
条
ａ
）
も
刑
罰
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
）
10
（
た
。
こ
れ

に
対
し
、
公
共
の
安
全
を
危
殆
化
し
、
ま
た
は
違
法
行
為
の
実
行
に
役
立
つ
お
そ
れ
が
あ
る
客
体
に
対
す
る
没
収
（
旧
七
四
条
二
項
二

号
）
が
、
後
者
に
あ
た
）
11
（
る
。
保
安
没
収
は
、
行
為
者
が
責
任
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
て
も
可
能
で
あ
っ
た
（
旧
七
四
条
三
項
）。
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一
方
、
犯
罪
収
益
の
は
く
奪
を
目
的
と
し
た
の
が
収
奪
で
あ
っ
た
。
没
収
と
は
異
な
り
、
収
奪
は
必
要
的
で
あ
る
。
収
奪
制
度
は
、
一

九
六
九
年
の
第
二
次
刑
法
改
正
）
12
（

法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
初
、
収
奪
の
要
件
に
関
す
る
七
三
条
の
文
言
は
次
の
通
り

で
あ
っ
）
13
（
た
（
傍
線
部
は
筆
者
）。

（
収
奪
の
要
件
）

第
七
三
条　

違
法
行
為
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
正
犯
又
は
共
犯
が
、
行
為
の
た
め
に
、
又
は
行
為
か
ら
財
産
的
利
益
（Verm

ögensvorteil

）
を
得
た
と

き
は
、
裁
判
所
は
、
収
奪
を
命
じ
る
。
た
だ
し
、
違
法
な
行
為
か
ら
被
害
者
に
請
求
権
が
生
じ
、
そ
の
履
行
に
よ
り
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
財
産
的
利
益

が
取
り
除
か
れ
、
又
は
減
少
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
項
〜
四
項　

省
略

　

当
時
の
規
定
で
は
、「
財
産
的
利
益
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
収
奪
の
対
象
と
な
る
の
は
、
違
法
行
為
に
よ
っ

て
得
た
も
の
か
ら
費
用
等
の
支
出
を
差
し
引
い
た
純
益
だ
と
さ
れ
（
純
益
主
義
〔N

ettoprinzip

〕）、
そ
の
た
め
、
収
奪
の
法
的
性
格
は
刑

罰
で
も
保
安
処
分
で
も
な
く
、
民
法
上
の
不
当
利
得
返
還
請
求
に
類
似
し
た
原
状
回
復
の
措
置
だ
と
さ
れ
て
い
）
14
（

た
。
同
条
の
文
言
は
、
一

九
九
二
年
の
対
外
経
済
法
、
刑
法
典
そ
の
他
の
法
律
の
一
部
改
正
）
15
（
法
に
よ
り
一
部
変
更
さ
れ
、「
財
産
的
利
益
」
が
「
何
も
の
か

（etw
as

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
同
法
の
草
案
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
純
益
主
義
を
捨
て
、
犯
罪
に

よ
っ
て
得
た
も
の
か
ら
費
用
等
の
支
出
を
差
し
引
か
な
い
で
そ
の
全
体
を
収
奪
の
対
象
と
す
る
総
額
主
義
（Bruttoprinzip

）
を
採
用
し

た
も
の
で
あ
っ
）
16
（
た
。
学
説
で
は
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
収
奪
の
法
的
性
格
は
刑
罰
的
な
も
の
に
変
容
し
た
と
い
う
見
解
も
有
力
と
な
っ
）
17
（
た
。

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
総
額
主
義
の
採
用
に
よ
っ
て
も
収
奪
の
法
的
性
格
は
変
更
さ
れ
ず
、
民

法
上
の
不
当
利
得
返
還
請
求
に
類
似
し
た
原
状
回
復
の
措
置
と
い
う
性
格
は
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
）
18
（
た
。
そ
の
た
め
、
収
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奪
は
責
任
主
義
に
服
さ
ず
、
ま
た
、
主
刑
の
量
定
の
際
に
も
考
慮
さ
れ
な
い
と
さ
れ
）
19
（
た
。

㈡　

収
奪
の
要
件

1　

収
奪
の
対
象

　

収
奪
の
対
象
は
、
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
が
、
違
法
行
為
の
た
め
に
、
ま
た
は
違
法
行
為
か
ら
得
た
何
ら
か
の
も
の
で
あ
っ
た
（
旧
七

三
条
一
項
）。「
何
も
の
か
（etw

as

）」
に
は
、
物
や
権
利
の
取
得
の
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
財
産
状
態
の
向
上
が
含
ま
れ
）
20
（

た
。
収
奪
の
範
囲

は
、
得
ら
れ
た
も
の
の
使
用
価
値
や
、
得
ら
れ
た
も
の
の
譲
渡
に
よ
っ
て
得
た
も
の
、
そ
の
破
壊
、
損
壊
ま
た
は
没
収
の
代
償
と
し
て
得

た
も
の
、
ま
た
は
得
ら
れ
た
権
利
に
基
づ
い
て
得
た
も
の
に
ま
で
及
ん
だ
（
旧
七
三
条
二
項
：
代
償
物
の
収
奪
）。

　

得
ら
れ
た
も
の
の
性
状
、
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
か
ら
客
体
の
収
奪
が
不
可
能
な
場
合
や
、
代
償
物
の
収
奪
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合

は
、
得
ら
れ
た
も
の
の
価
値
に
対
応
す
る
価
額
が
収
奪
の
対
象
と
な
っ
た
（
旧
七
三
条
ａ
）。
こ
れ
は
、
代
価
収
奪
と
呼
ば
れ
、
日
本
の
追

徴
に
相
当
す
る
も
の
と
い
え
る
。

2　
「
行
為
の
た
め
に
得
た
」、「
行
為
か
ら
得
た
」

　
「
行
為
の
た
め
に
（für die Tat

）
得
た
」
と
は
、
違
法
行
為
の
対
価
や
報
酬
と
し
た
得
た
こ
と
を
指
し
）
21
（
た
。
一
方
、「
行
為
か
ら
（aus 

der Tat

）
得
た
」
と
は
、
行
為
経
過
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
、
構
成
要
件
実
現
か
ら
直
接
に
得
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
）
22
（

た
。
し

か
し
、
以
下
で
み
る
通
り
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
の
一
部
は
、
こ
れ
に
制
限
的
な
解
釈
を
加
え
た
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
不
統
一
に

よ
り
実
務
に
不
明
確
さ
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
、
本
改
正
の
一
つ
の
要
因
と
な
っ
）
23
（
た
。

　

総
額
主
義
に
し
た
が
え
ば
、
行
為
経
過
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
獲
得
さ
れ
た
経
済
的
な
価
値
は
、
費
用
等
の
支
出
を
差
し
引
か
ず
、
す

べ
て
収
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
24
（
る
。
し
か
し
、
本
改
正
前
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
刑
事
部
に
よ
っ
て
、「
行
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為
か
ら
何
も
の
か
を
得
た
」
の
解
釈
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
刑
事
部
が
、
行
為
経
過
の
い
ず
れ
か
の

段
階
で
、
構
成
要
件
の
実
現
か
ら
得
ら
れ
た
財
産
的
価
値
が
「
行
為
か
ら
得
た
」
も
の
に
あ
た
る
と
解
釈
し
た
う
え
で
、
総
額
主
義
を
適

用
し
た
の
に
対
）
25
（
し
、
第
三
刑
事
部
と
第
五
刑
事
部
は
、
構
成
要
件
実
現
と
の
間
の
直
接
性
お
よ
び
規
範
の
保
護
目
的
と
い
う
観
点
か
ら
、

「
行
為
か
ら
得
た
」
の
射
程
範
囲
を
限
定
的
に
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
総
額
主
義
を
適
用
し
て
も
、
収
奪
可
能
な
範
囲
が
限

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
第
五
刑
事
部
で
は
、
違
法
行
為
か
ら
得
た
も
の
と
は
、
違
法
行
為
か
ら
直
接
得
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
う

え
で
、
贈
賄
に
よ
り
開
発
整
備
計
画
の
変
更
許
可
を
得
た
場
合
、
得
た
も
の
は
整
備
計
画
の
変
更
に
よ
り
生
じ
た
土
地
の
価
格
の
増
加
分

で
あ
り
、
そ
の
後
に
当
該
土
地
を
売
却
し
た
際
の
代
金
で
は
な
い
と
し
た
）
26
（
例
や
、
贈
賄
に
よ
り
ご
み
焼
却
場
の
建
設
工
事
の
入
札
で
契
約

を
得
た
場
合
、
贈
賄
行
為
か
ら
得
た
も
の
は
、
請
負
代
金
で
は
な
く
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
工
事
受
託
の
経
済
的
価
値
だ
と
し
た
）
27
（

例
が

あ
る
。
第
三
刑
事
部
で
は
、
過
失
に
よ
り
本
来
得
る
べ
き
許
可
を
得
な
い
で
物
品
を
輸
出
し
た
と
い
う
対
外
経
済
法
違
反
の
行
為
に
つ
き
、

輸
出
に
よ
っ
て
得
た
売
上
代
金
全
額
を
収
奪
で
き
る
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
っ
た
事
件
が
あ
る
。
同
刑
事
部
は
、
行
為
か
ら
得
た
も
の
と

は
、
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
が
構
成
要
件
実
現
か
ら
直
接
に
得
た
財
産
的
価
値
を
指
す
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
違
反
し
た
規
範
の
保

護
目
的
か
ら
み
て
取
得
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
利
益
の
み
が
収
奪
の
対
象
に
な
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
で
は
、
行
為
者
が
違
反
し

た
刑
法
規
範
は
、
公
共
の
福
祉
の
観
点
か
ら
、
一
定
の
取
引
に
つ
い
て
、
官
庁
に
よ
る
許
可
を
得
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
規
範
の
保
護
目
的
か
ら
み
て
取
得
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
利
益
と
は
、
取
引
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
で
は
な
く
、
許
可
手
続
を
免
れ

る
こ
と
に
よ
り
節
約
さ
れ
た
費
用
で
あ
り
、
こ
れ
が
収
奪
の
対
象
と
な
る
と
し
）
28
（

た
。

3　

被
害
者
に
請
求
権
が
生
じ
る
場
合
の
収
奪
の
制
限

　

本
改
正
前
は
、
違
法
行
為
か
ら
被
害
者
に
請
求
権
が
生
じ
る
場
合
、
収
奪
が
制
限
さ
れ
て
い
た
（
旧
七
三
条
一
項
二
文
）。
た
と
え
ば
、
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被
害
者
に
損
害
賠
償
請
求
権
、
返
還
請
求
権
、
事
務
管
理
に
基
づ
く
請
求
権
が
生
じ
る
場
合
が
こ
れ
に
該
当
す
）
29
（
る
。
こ
の
よ
う
な
制
限
の

趣
旨
は
、
行
為
者
か
ら
財
産
を
二
重
に
は
く
奪
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
、
ま
た
、
収
奪
に
よ
っ
て
被
害
者
に
よ
る
原
状
回
復
請
求
を
妨
害

す
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
30
（
た
。
し
か
し
、
被
害
者
の
請
求
権
が
法
的
に
存
在
す
れ
ば
、
実
際
に
請
求
が
な
さ
れ
な
く
て
も

収
奪
は
制
限
さ
れ
る
と
さ
れ
た
た
）
31
（
め
、
財
産
犯
で
は
、
事
実
上
、
収
奪
が
機
能
せ
ず
、
ま
た
、
被
害
者
が
請
求
権
を
行
使
し
な
い
場
合
、

犯
罪
収
益
が
犯
人
の
手
元
に
残
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
不
都
合
を
緩
和
す
る
た
め
の
手
続
法
上
の
制
度
と
し
て
、
捜
査
段
階
で
の
原
状
回
復
の
た
め
の
取
戻
し
援
助

（Zurückgew
innugshilfe

）
が
あ
っ
た
。
刑
事
訴
訟
法
旧
一
一
一
条
ｂ
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

　
「
第
一
一
一
条
ｂ　

客
体
は
、
そ
の
収
奪
又
は
没
収
の
要
件
が
存
在
す
る
と
推
測
す
る
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
一
一
条
ｃ
に
よ
る
差
押
え

（Beschlagnahm
e

）
に
よ
り
押
収
さ
れ
う
る
（können sichergestellt w

erden

）。（
第
二
文
省
略
）

２　

代
価
収
奪
又
は
代
価
没
収
の
要
件
が
存
在
す
る
と
推
測
す
る
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
全
の
た
め
に
、
第
一
一
一
条
ｄ
に
し
た
が
い
、
一
般

財
産
の
仮
差
押
え
（dinglicher Arrest

）
が
命
じ
ら
れ
う
る
。

３　

明
白
な
理
由
が
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
ら
れ
た
処
分
の
命
令
を
遅
く
と
も
六
月
を
経
過
し
た
後
に
、
取
り
消
す
。

特
定
の
事
実
が
犯
罪
の
嫌
疑
を
基
礎
づ
け
、
か
つ
、
第
一
文
に
掲
げ
ら
れ
た
期
限
が
、
事
案
が
特
に
困
難
で
あ
る
こ
と
、
特
に
捜
査
の
規
模
が
大
き
い

こ
と
、
又
は
そ
の
他
の
重
要
な
理
由
に
よ
り
十
分
で
は
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
の
申
立
て
に
よ
り
、
上
記
の
理
由
が
処
分
の
継
続
を
正
当

化
す
る
と
き
は
、
処
分
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
白
な
理
由
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
処
分
は
、
一
二
月
を
超
え
て
継
続
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

４　

第
一
〇
二
条
か
ら
第
一
一
〇
条
ま
で
を
準
用
す
る
。

５　

第
一
項
か
ら
第
四
項
は
、
収
奪
が
、
刑
法
典
七
三
条
第
一
項
第
二
文
の
要
件
が
存
在
す
る
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
り
命
じ
ら
れ
な
い
と
き
に
も
、

準
用
す
）
32
（

る
。」
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押
収
・
仮
差
押
え
の
命
令
を
発
す
る
権
限
は
、
原
則
と
し
て
裁
判
所
が
有
し
た
が
、
急
を
要
す
る
場
合
に
は
、
検
察
官
に
も
権
限
が
認

め
ら
れ
た
（
刑
事
訴
訟
法
旧
一
一
一
条
ｅ
）。
刑
事
訴
訟
法
旧
一
一
一
条
ｂ
五
項
に
よ
れ
ば
、
旧
七
三
条
一
項
二
文
に
よ
り
実
体
法
上
は
収

奪
が
不
能
で
も
、
捜
査
段
階
で
の
押
収
は
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
同
条
項
に
該
当
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
押
収
の
可
否
が
分

か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
捜
査
上
の
困
難
を
回
避
す
る
こ
と
と
、
保
全
の
措
置
に
よ
り
被
害
者
に
よ
る
請
求
権
の
行
使
を
容
易
に
す
る
こ
と

に
あ
っ
）
33
（

た
。
し
か
し
、
被
害
者
が
押
収
さ
れ
た
客
体
ま
た
は
仮
差
押
え
さ
れ
た
財
産
に
強
制
執
行
を
か
け
る
た
め
に
は
、
被
害
者
自
身
が

民
事
訴
訟
を
起
こ
し
て
債
務
名
義
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
う
え
、
強
制
執
行
を
す
る
際
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
（
刑

事
訴
訟
法
旧
一
一
一
条
ｇ
二
項
）
こ
と
か
ら
、
押
収
・
仮
差
押
え
の
有
効
期
間
内
に
被
害
者
が
請
求
権
を
行
使
せ
ず
、
犯
罪
収
益
が
行
為
者

の
手
元
に
残
っ
て
し
ま
う
例
が
み
ら
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
二
〇
〇
六
年
の
「
取
戻
し
援
助
及
び
犯
罪
行
為
の
財
産
は
く
奪
の
強
化
の
た
め
の
法
）
34
（

律
」
に
よ
り
、
国
家
に

よ
る
受
け
皿
的
権
利
取
得
（Auffangrechtserw

erb

）
と
い
う
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
被
害
者
に
請

求
権
が
生
じ
る
こ
と
の
み
を
理
由
に
収
奪
を
言
い
渡
さ
な
い
場
合
は
、
そ
の
こ
と
を
判
決
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
刑
事
訴
訟
法
旧

一
一
一
条
ｉ
二
項
一
文
）。
こ
の
場
合
、
裁
判
所
は
、
判
決
に
得
ら
れ
た
も
の
を
記
載
し
、
ま
た
は
、
代
価
収
奪
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に

は
、
得
ら
れ
た
も
の
の
価
値
に
相
当
す
る
金
額
を
判
決
で
確
認
す
る
こ
と
を
要
し
た
（
同
条
同
項
二
文
、
三
文
）。
裁
判
所
が
こ
の
手
続
を

と
る
と
き
は
、
得
ら
れ
た
も
の
の
押
収
お
よ
び
判
決
で
確
認
さ
れ
た
金
額
を
限
度
と
す
る
仮
差
押
え
は
、
決
定
に
よ
り
、
上
記
の
判
決
の

確
定
後
、
三
年
間
有
効
と
さ
れ
た
（
同
条
三
項
）。
そ
し
て
、
被
害
者
が
こ
の
期
間
内
に
請
求
権
の
満
足
を
得
な
い
と
き
は
、
得
ら
れ
た

も
の
、
ま
た
は
上
記
判
決
で
確
認
さ
れ
た
金
額
が
、
国
庫
に
帰
属
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
同
条
五
項
）。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、

極
め
て
複
雑
か
つ
時
間
の
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
）
35
（
る
。
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㈢　

第
三
者
収
奪

　

収
奪
命
令
は
、
原
則
と
し
て
、
違
法
行
為
か
ら
何
も
の
か
を
得
た
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
に
言
い
渡
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
改
正
前
は
、

次
の
場
合
に
は
、
正
犯
者
・
共
犯
者
以
外
の
者
に
対
し
て
命
じ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
①
正
犯
ま
た
は
共
犯
が
他
人

の
た
め
に
行
為
し
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
他
人
が
何
も
の
か
を
得
た
場
合
（
旧
七
三
条
三
項
）、
お
よ
び
、
②
客
体
の
所
有
者
ま
た
は
権
利
者

で
あ
る
第
三
者
が
、
当
該
客
体
を
、
行
為
の
た
め
に
、
ま
た
は
行
為
の
状
況
を
知
り
な
が
ら
提
供
し
た
場
合
（
同
条
四
項
）
で
あ
る
。
①

の
典
型
例
と
し
て
は
、
行
為
者
が
代
表
者
と
し
て
会
社
の
た
め
に
違
法
行
為
を
行
っ
た
場
）
36
（
合
や
、
税
理
士
が
顧
客
の
た
め
に
違
法
行
為
を

行
っ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
）
37
（

る
。
一
方
、
②
は
、
法
律
行
為
の
無
効
に
よ
り
、
客
体
の
所
有
権
が
行
為
者
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
提
供
し
た
第

三
者
に
残
る
場
合
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
）
38
（

た
。

　

改
正
前
の
規
定
で
は
、
第
三
者
が
、
違
法
行
為
に
よ
っ
て
得
た
も
の
を
相
続
に
よ
り
承
継
し
た
場
合
に
は
、
相
続
人
た
る
第
三
者
に
対

し
て
収
奪
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
行
為
者
が
、
違
法
行
為
か
ら
得
た
も
の
を
第
三
者
に
無
償
で
譲
渡
し
た
場
合
（
い

わ
ゆ
る
、「
財
産
隠
し
事
例
（Verschiebungsfälle

）」）
に
つ
い
て
も
、
明
文
で
定
め
て
い
な
か
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
判
）
39
（
例
は
、
こ
の

よ
う
な
事
例
に
お
け
る
第
三
者
は
行
為
関
与
者
に
近
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
行
為
者
が
当
該
第
三
者
の
た
め
に
行
為
し
た
か
否
か
、
ま
た
、

当
該
第
三
者
が
悪
意
で
あ
っ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
第
三
者
に
対
し
て
収
奪
を
命
じ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。

㈣　

拡
大
収
奪

　

拡
大
収
奪
（
旧
七
三
条
ｄ
）
は
、
同
条
を
指
示
す
る
法
規
が
定
め
る
違
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
発
見
さ
れ
た
由
来
不
明
の
客
体

が
、
状
況
か
ら
み
て
、
何
ら
か
の
違
法
行
為
の
た
め
に
、
ま
た
は
何
ら
か
の
違
法
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ

る
と
き
に
は
、
特
定
の
違
法
行
為
と
の
間
の
関
連
性
の
認
定
な
く
客
体
を
は
く
奪
す
る
制
度
で
あ
っ
）
40
（
た
。
組
織
犯
罪
対
策
と
し
て
、
一
九
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九
二
年
の
「
違
法
な
麻
薬
取
引
及
び
組
織
的
犯
罪
の
他
の
現
象
形
態
の
防
止
の
た
め
の
法
）
41
（
律
」
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
旧
七
三
条
を
適

用
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
違
法
行
為
の
た
め
に
、
ま
た
は
特
定
の
違
法
行
為
か
ら
何
も
の
か
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
が
、
旧
七
三
条
ｄ
は
、
対
象
が
「
客
体
（G

egenstände

）」
の
場
合
に
限
り
、
そ
の
立
証
の
困
難
さ
を
緩
和
し
た
も
の
と
理

解
で
き
る
。

　

旧
七
三
条
ｄ
の
特
徴
は
、
そ
の
適
用
の
前
提
と
な
る
違
法
行
為
（Anlasstat

）
が
、
法
規
が
同
条
を
指
示
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
主
と
し
て
集
団
的
か
つ
営
業
的
な
犯
罪
行
為
に
関
す
る
も
の
に
み
ら
れ
）
42
（
た
。

　

何
ら
か
の
違
法
行
為
と
の
関
連
性
を
推
測
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
事
情
と
し
て
は
、
財
産
の
発
見
場
所
、
犯
人
の
収
入
な
ど
（
社
会

保
障
の
給
付
を
受
け
て
い
る
薬
物
犯
罪
者
の
下
に
多
額
の
現
金
が
あ
っ
た
場
合
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
）
43
（
る
。

　

拡
大
収
奪
に
対
し
て
は
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
反
す
る
と
い
う
批
判
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
通
常
裁
判

所
は
、
旧
七
三
条
ｄ
を
制
限
的
に
解
釈
し
、
同
条
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
は
、
証
拠
の
吟
味
を
尽
く
し
た
う
え
で
、
客
体
が
犯

罪
的
な
由
来
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
無
制
約
の
確
信
（die uneingeschränkte Ü

berzeugung

）」
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
）
44
（
た
。

㈤　

過
酷
条
項

　

旧
七
三
条
ｃ
一
項
は
、
収
奪
は
、
そ
れ
が
対
象
者
に
と
っ
て
不
当
に
過
酷
で
あ
る
と
き
は
、
命
じ
ら
れ
な
い
と
し
て
い
た
。
同
項
は
、

収
奪
が
問
題
と
な
る
場
面
に
お
け
る
比
例
性
の
原
則
を
定
め
た
一
般
条
項
だ
と
さ
れ
）
45
（
る
。
同
条
二
項
は
、
具
体
的
に
、
①
得
た
も
の
が
命

令
の
時
点
で
対
象
者
の
財
産
の
中
に
も
は
や
存
在
し
な
い
場
合
、
お
よ
び
、
②
得
た
も
の
の
価
値
が
僅
少
だ
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、

没
収
を
命
じ
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
。
違
法
行
為
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
の
価
値
を
下
回
ら
な
い
財
産
が
対
象
者
の
下
に
あ

る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
明
白
に
違
法
行
為
と
関
連
性
を
有
し
な
い
場
合
を
除
き
、
上
記
①
に
は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
行
為
前

に
承
継
し
た
相
続
財
産
の
よ
う
な
明
白
に
違
法
行
為
と
無
関
係
な
も
の
が
財
産
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
、
立
証
上
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の
負
担
が
生
じ
て
い
）
46
（
た
。
そ
の
た
め
、
証
拠
上
の
問
題
か
ら
、
裁
判
所
が
、
押
収
さ
れ
た
財
産
を
下
回
る
範
囲
で
し
か
没
収
を
命
じ
ず
、

そ
の
結
果
、
命
令
後
に
財
産
が
発
見
さ
れ
た
場
合
で
も
こ
れ
を
は
く
奪
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
）
47
（

。

㈥　

没
収
お
よ
び
収
奪
に
共
通
す
る
条
項

1　

代
価
収
奪
ま
た
は
代
価
没
収
の
事
後
的
命
令

　

旧
七
六
条
は
、
収
奪
ま
た
は
没
収
の
命
令
後
に
、
旧
七
三
条
ａ
、
旧
七
三
条
ｄ
二
項
も
し
く
は
旧
七
四
条
ｃ
に
掲
げ
ら
れ
た
事
情
が
生

じ
、
ま
た
は
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
収
奪
ま
た
は
没
収
が
実
行
で
き
な
い
と
き
、
ま
た
は
十
分
で
な
い
と
き
に
、
裁
判
所
が
、
事
後
的

に
代
価
収
奪
ま
た
は
代
価
没
収
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
命
令
後
に
善
意
の
第
三
者
が
客
体
を
取
得
し
た
場

合
や
、
裁
判
所
が
、
客
体
が
対
象
者
に
帰
属
す
る
と
誤
認
し
て
命
令
を
下
し
た
こ
と
が
後
に
発
覚
し
た
場
合
な
ど
に
、
事
後
的
に
命
令
を

下
し
う
）
48
（

る
。
本
条
に
つ
い
て
は
、
本
改
正
に
よ
る
内
容
面
で
の
変
更
は
な
い
。

2　

独
立
命
令

　

旧
七
六
条
ａ
一
項
は
、
事
実
的
な
事
由
に
よ
り
、
特
定
の
者
を
訴
追
で
き
な
い
、
ま
た
は
有
罪
判
決
で
き
な
い
と
き
に
、
裁
判
所
が
、

収
奪
も
し
く
は
没
収
の
命
令
を
独
立
に
下
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
規
定
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
が
刑
の
免
除
を
し
た
場
合
、
ま
た
は
検
察
も

し
く
は
裁
判
所
の
裁
量
も
し
く
は
両
者
の
合
意
に
よ
り
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
た
場
合
も
、
同
様
で
あ
っ
た
（
同
条
三
項
）。

　

さ
ら
に
、
保
安
没
収
（
旧
七
四
条
二
項
二
号
、
三
号
）
と
文
書
没
収
お
よ
び
使
用
不
能
処
分
（
旧
七
四
条
ｄ
）
に
つ
い
て
は
、
公
訴
時
効

や
そ
の
他
の
法
的
な
理
由
に
よ
り
、
特
定
の
者
を
訴
追
で
き
な
い
場
合
で
も
、
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
、
独
立
に
命
令
を

下
す
こ
と
が
で
き
と
し
て
い
た
（
旧
七
六
条
ａ
二
項
）。
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保
安
没
収
と
文
書
没
収
お
よ
び
使
用
不
能
処
分
以
外
に
つ
い
て
は
、
事
実
的
な
事
由
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
、
行

為
者
の
訴
訟
能
力
が
継
続
的
に
欠
け
る
状
態
に
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
独
立
に
刑
事
没
収
の
命
令
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

三　

改
正
の
概
要

㈠　

改
正
の
ポ
イ
ン
ト

　

以
下
で
は
、
改
正
前
の
制
度
に
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
か
な
る
改
正
が
な
さ
れ
た
の
か
を
紹
介
す

る
が
、
ま
ず
は
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

形
式
面
で
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
「
収
奪
」
と
「
没
収
」
が
、「
没
収
」
に
統
一
さ
れ
た
。

　

内
容
面
の
改
正
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
既
存
の
制
度
の
修
正
と
新
た
な
制
度
の
導
入
が
あ
る
。
既
存
の
制
度
の
重
要
な
修
正
と
し
て

は
、
①
「
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
」
を
め
ぐ
る
判
例
の
不
統
一
の
立
法
的
な
解
決
、
お
よ
び
は
く
奪
の
対
象
と
な
る
犯
罪
収
益
の
特
定
方
法

の
具
体
化
（
は
く
奪
対
象
の
明
確
化
・
具
体
化
）、
②
被
害
者
に
請
求
権
が
生
じ
る
場
合
の
財
産
は
く
奪
の
制
限
の
撤
廃
お
よ
び
執
行
保
全
の

強
化
（
取
戻
し
援
助
か
ら
補
償
へ
の
転
換
）、
③
第
三
者
か
ら
の
犯
罪
収
益
は
く
奪
の
範
囲
の
拡
大
、
④
拡
大
収
奪
（
改
正
後
の
用
語
で
は
「
拡

大
没
収
」）
の
適
用
範
囲
の
拡
大
、
⑤
過
酷
条
項
の
削
除
、
お
よ
び
⑥
独
立
命
令
の
要
件
緩
和
が
挙
げ
ら
れ
る
。
新
た
な
制
度
の
導
入
と

し
て
は
、
違
法
行
為
の
認
定
を
要
し
な
い
独
立
命
令
の
創
設
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
④
お
よ
び
⑥
は
、「
二
〇
一
四
年
四
月
三
日
の
欧
州

連
合
に
お
け
る
犯
罪
の
手
段
及
び
収
益
の
押
収
及
び
没
収
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
欧
州
理
事
会
の
指
令2014/42/EU

」（
以
下
、
二
〇

一
四
年
Ｅ
Ｕ
指
令
）
に
よ
る
国
内
法
化
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
改
正
で
あ
っ
た
。
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㈡　

は
く
奪
対
象
の
明
確
化
・
具
体
化

1　

明
確
化

　

既
に
述
べ
た
通
り
、
本
改
正
前
は
、
旧
七
三
条
の
「
行
為
か
ら
得
た
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
不
統
一
が

み
ら
れ
た
。
こ
の
問
題
を
立
法
的
に
解
決
す
る
た
め
、
本
改
正
で
は
、
七
三
条
の
「
行
為
か
ら
」
と
い
う
文
言
が
、「
違
法
な
行
為
に
よ

り
（durch eine rechtsw

idrige Tat

）」
に
変
更
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
明
文
に
よ
り
、
は
く
奪
の
対
象
を
構
成
要
件
実
現
に
よ
り
直
接
得
た

も
の
に
限
定
す
る
直
接
性
の
要
件
を
不
要
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
違
法
行
為
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
れ
ば
、
間
接
的
に

得
た
収
益
も
収
奪
可
能
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
）
49
（

る
。

2　

具
体
化

　

は
く
奪
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
確
定
の
判
断
を
具
体
化
す
る
た
め
、
七
三
条
ｄ
一
項
で
、
獲
得
さ
れ
た
も
の
の
価
値
の
特
定
方
法

が
明
記
さ
れ
た
。
同
項
一
文
は
、
費
用
の
支
出
は
控
除
さ
れ
る
と
定
め
て
い
る
が
、
二
文
は
、
た
だ
し
書
き
と
し
て
、
行
為
の
遂
行
ま
た

は
そ
の
予
備
の
た
め
に
支
出
さ
れ
た
も
の
は
、
被
害
者
に
対
す
る
債
務
の
履
行
と
し
て
な
さ
れ
た
も
）
50
（

の
を
除
き
、
控
除
さ
れ
な
い
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、「
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
に
投
資
さ
れ
た
も
の
は
、
回
復
不
可
能
な
形
で
失
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
民
法
典
八

一
七
条
二
）
51
（

文
の
法
思
想
に
基
づ
き
、
控
除
可
能
な
範
囲
を
明
確
化
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
）
52
（

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
草
案
理
由
書
で
は
、

同
条
に
関
す
る
民
法
上
の
限
定
解
釈
が
七
三
条
ｄ
一
項
の
解
釈
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
る
と
さ
れ
、
控
除
が
不
可
と
な
る
の
は
、
正
犯
者
、

共
犯
者
ま
た
は
命
令
の
対
象
者
で
あ
る
他
の
者
が
、
意
図
的
か
つ
意
識
的
に
犯
罪
行
為
に
支
出
し
た
費
用
に
限
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
が
示

さ
れ
て
い
）
53
（

る
。
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㈢　

取
戻
し
援
助
か
ら
補
償
へ
の
転
換

1　

は
く
奪
の
制
限
の
撤
廃

　

本
改
正
前
は
、
旧
七
三
条
一
項
二
文
が
被
害
者
に
請
求
権
が
生
じ
る
場
合
に
収
奪
を
制
限
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
事
実
上
、
財
産
犯

の
大
部
分
で
、
犯
罪
収
益
の
は
く
奪
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
同
条
項
は
、「
収
奪
の
墓
掘
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
さ
れ

て
い
）
54
（

る
。
本
改
正
で
は
、
こ
の
制
限
を
撤
廃
し
た
。

2　

補
償
モ
デ
ル
へ
の
転
換

　

制
限
の
撤
廃
に
よ
り
、
被
害
者
の
権
利
回
復
は
、
従
来
の
捜
査
段
階
で
の
取
戻
し
援
助
で
は
な
く
、
執
行
段
階
で
の
補
償
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
客
体
・
財
産
の
保
全
の
強
化
も
行
わ
れ
た
。

　

⑴　

保
全
の
強
化

　

ま
ず
、
刑
事
訴
訟
法
旧
一
一
一
条
ｂ
は
、
収
奪
も
し
く
は
没
収
ま
た
は
代
価
収
奪
も
し
く
は
代
価
没
収
の
要
件
が
存
在
す
る
と
推
測
す

る
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
押
収
ま
た
は
仮
差
押
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
た
。
本
改
正
で
は
、
こ
れ
に
加
え
、
明
白
な
理
由

が
あ
る
と
き
は
、
差
押
え
・
仮
差
押
え
を
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
（
刑
事
訴
訟
法
一
一
一
条
ｂ
、
一
一
一
条
ｅ
。
な
お
、
仮
差
押
え
を
指
す
語
が
、

dinglicher Arrest

か
らVerm

ögensarrest

に
変
更
さ
れ
た
）。

　

⑵　

被
害
者
の
損
害
回
）
55
（

復

　

改
正
後
の
執
行
段
階
に
お
け
る
損
害
回
復
は
、
行
為
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
が
対
象
者
の
下
に
現
存
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
分

か
れ
る
。

　
　

①　

客
体
が
現
存
し
て
い
る
場
合
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没
収
さ
れ
た
客
体
は
、
被
害
者
に
返
還
さ
れ
る
（
刑
事
訴
訟
法
四
五
九
条
ｈ
一
項
）。
被
害
者
は
、
没
収
命
令
の
確
定
の
告
知
後
六
月
以

内
に
執
行
機
関
（
検
察
官
）
に
返
還
請
求
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
四
五
九
条
ｊ
一
項
）。
被
害
者
に
返
還
さ
れ
る
ま
で

の
間
、
当
該
客
体
は
刑
事
訴
訟
法
上
の
差
押
え
命
令
に
よ
り
保
全
さ
れ
、
破
産
手
続
に
優
先
す
る
（
同
法
一
一
一
条
ｂ
、
一
一
一
条
ｄ
）。

　
　

②　

客
体
が
現
存
し
な
い
場
合

　

一
般
財
産
の
仮
差
押
え
の
客
体
が
、
命
令
の
確
定
後
に
換
価
さ
れ
、
そ
の
代
金
が
被
害
者
に
支
払
わ
れ
る
（
刑
事
訴
訟
法
四
五
九
条
ｈ
二

項
）。
被
害
者
は
、
六
月
以
内
に
執
行
機
関
に
支
払
請
求
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
四
五
九
条
ｋ
一
項
）。
複
数
の
被
害
者

が
い
る
場
合
、
仮
差
押
え
ら
れ
た
財
産
が
支
払
に
十
分
で
あ
れ
ば
こ
れ
と
同
様
に
処
理
さ
れ
る
が
、
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
検
察
官

の
請
求
に
よ
り
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
（
刑
事
訴
訟
法
一
一
一
条
ｉ
二
項
）、
債
権
者
平
等
主
義
に
基
づ
い
て
、
被
害
回
復
が
な
さ
れ
る
。

　
　

③　

動
産
に
関
す
る
例
外

　

押
収
さ
れ
た
動
産
は
、
刑
事
手
続
で
不
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
当
該
動
産
の
最
後
の
占
有
者
に
返
還
さ
れ
る
（
刑
事
訴
訟
法
一
一
一
条
ｎ

一
項
）。
た
だ
し
、
被
害
者
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
被
害
者
に
返
還
さ
れ
る
（
同
条
二
項
）。

　

⑶　

二
重
取
り
の
防
止

　

没
収
ま
た
は
代
価
没
収
の
名
宛
人
か
ら
の
財
産
の
二
重
取
り
を
防
止
す
る
た
め
、
被
害
者
が
、
民
事
手
続
で
満
足
を
得
て
請
求
権
が
消

滅
し
た
場
合
に
は
、
没
収
ま
た
は
代
価
没
収
は
命
じ
ら
れ
な
い
（
七
三
条
ｅ
）。
ま
た
、
命
令
後
に
請
求
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
没

収
ま
た
は
代
価
没
収
の
命
令
は
執
行
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
事
訴
訟
法
四
五
九
条
ｇ
）。

㈣　

第
三
者
か
ら
の
犯
罪
収
益
は
く
奪
の
範
囲
の
拡
大

　

従
来
、
解
釈
に
よ
っ
て
判
例
が
認
め
て
き
た
「
財
産
隠
し
事
例
」
に
つ
い
て
、
財
産
を
得
た
他
人
に
対
す
る
没
収
を
明
文
化
し
た
（
七

三
条
ｂ
一
項
二
号
）。
ま
た
、
本
改
正
前
は
没
収
の
対
象
か
ら
漏
れ
落
ち
て
い
た
、
相
続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
っ
て
得
た
財
産
の
没
収
も
明
記
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し
た
（
同
条
一
項
三
号
）。㈤　

拡
大
没
収
の
適
用
範
囲
の
拡
大

　

本
改
正
に
よ
り
、
旧
七
三
条
ｄ
一
項
に
お
け
る
「
本
条
を
指
示
す
る
法
規
が
定
め
る
違
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
」
と
い
う
文
言
が
削

除
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
違
法
行
為
が
前
提
行
為
と
な
る
こ
と
と
な
っ
た
（
七
三
条
ａ
一
項
）。
こ
れ
は
、
二
〇
一
四
年
Ｅ
Ｕ
指
令
の
第
五
条
を

国
内
法
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
）
56
（

る
。

　

既
に
述
べ
た
通
り
、
旧
七
三
条
ｄ
の
適
用
を
指
示
す
る
法
律
に
定
め
る
違
法
な
行
為
は
、
主
と
し
て
集
団
的
か
つ
営
業
的
な
犯
罪
行
為

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
上
記
指
令
を
満
た
す
水
準
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
贈
収
賄
（
二
九
九
条
、
三
三
二
条
、
三
三
四
条
、

三
三
五
条
ａ
）、
少
年
ポ
ル
ノ
頒
布
等
（
一
八
四
条
ｃ
）、
性
的
搾
取
目
的
で
の
人
身
取
引
（
二
三
二
条
）、
人
身
取
引
の
援
助
（
二
三
三
条
ａ
）、

シ
ス
テ
ム
お
よ
び
デ
ー
タ
に
対
す
る
違
法
な
干
渉
（
二
〇
二
条
ｃ
、
三
〇
三
条
ａ
、
三
〇
三
条
ｂ
）、
通
貨
お
よ
び
有
価
証
券
偽
造
等
（
一
四

六
条
、
一
四
七
条
、
一
四
九
条
、
一
五
二
条
）、
支
払
用
カ
ー
ド
等
の
偽
造
（
一
五
二
条
ａ
、
一
五
二
条
ｂ
）、
詐
欺
（
二
六
三
条
）、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
詐
欺
（
二
六
三
条
ａ
）、
資
金
洗
浄
（
二
六
一
条
）、
窃
盗
（
二
四
二
条
）、
特
に
犯
情
の
重
い
窃
盗
（
二
四
三
条
）、
文
書
偽
造
等
（
二
六
七

条
以
下
）、
違
法
な
麻
薬
取
引
（
麻
薬
法
二
九
条
）、
人
身
取
引
等
（
二
三
二
条
、
二
三
三
条
、
二
三
三
条
ａ
）、
自
由
は
く
奪
を
用
い
た
搾
取

（
二
三
三
条
ａ
）
に
つ
い
て
は
、
対
応
が
必
要
な
状
態
で
あ
っ
た
と
さ
れ
）
57
（
る
。
本
改
正
に
よ
り
、
国
内
法
化
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

㈥　

過
酷
条
項
の
削
除

　

既
に
述
べ
た
通
り
、
旧
七
三
条
ｃ
一
項
二
文
の
下
で
は
、
裁
判
所
に
、
命
令
の
時
点
で
得
ら
れ
た
も
の
が
対
象
者
の
財
産
の
中
に
残
存

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
認
定
す
る
と
い
う
大
き
な
負
担
が
生
じ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
本
改
正
で
は
、
刑
法
典
上
か
ら
過
酷

条
項
を
削
除
し
た
。
そ
の
代
わ
り
、
刑
事
訴
訟
法
四
五
九
条
ｇ
五
項
一
文
に
、
命
令
の
時
点
で
得
ら
れ
た
も
の
が
対
象
者
の
財
産
の
中
に
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残
存
し
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
、
命
令
の
執
行
が
比
例
性
を
逸
脱
す
る
場
合
に
は
、
命
令
の
執
行
を
行
わ
な
い
と
す
る
規
定
を
置
い
た
。

ま
た
、
同
項
二
文
は
、
新
た
な
財
産
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
改
め
て
命
令
の
執
行
が
で
き
る
と
し
た
。

　

旧
七
三
条
ｃ
一
項
二
文
の
文
言
は
、
現
行
の
七
三
条
ｅ
二
項
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
同
規
定
は
、
善
意
・
無
重
過
失
で
犯
罪
収
益

を
得
て
こ
れ
を
費
消
し
た
第
三
者
を
想
定
し
た
規
定
で
あ
る
た
め
、
そ
の
適
用
範
囲
は
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。

㈦　

独
立
命
令
の
要
件
緩
和

　

七
六
条
ａ
一
項
に
お
い
て
は
、
旧
七
六
条
ａ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
事
実
上
の
事
由
に
よ
り
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
、
訴
訟
能
力
の
欠
如
と
い
っ
た
「
法
律
上
の
事
由
に
よ
り
」
訴
追
ま
た
は
有
罪
判
決
の
言
渡
し
が
で
き
な
い
場
合
で
も
、
独
立
に
没
収

を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
二
〇
一
四
年
Ｅ
Ｕ
指
令
四
条
二
項
の
国
内
法
化
が
果
た
さ
れ
た
。

㈧　

新
た
な
独
立
命
令
制
度
の
導
入

　

七
六
条
ａ
四
項
は
、
英
米
法
圏
のnon-conviction-based-confiscation

を
採
用
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
）
58
（

る
。
同
項
三
文
に
掲
げ
ら

れ
た
対
象
犯
罪
の
嫌
疑
を
理
由
に
客
体
が
押
収
さ
れ
た
場
合
、
違
法
行
為
の
具
体
的
な
立
証
が
な
く
と
も
、
裁
判
所
が
当
該
客
体
が
違
法

行
為
に
由
来
す
る
も
の
と
確
信
す
れ
ば
、
こ
れ
を
独
立
に
没
収
す
る
こ
と
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
。
対
象
犯
罪
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
お

よ
び
組
織
犯
罪
の
中
で
も
重
大
な
犯
罪
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
確
信
を
得
る
た
め
の
手
掛
か
り
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
四
三
七
条
に

規
定
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
次
の
事
情
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
客
体
の
価
値

と
対
象
者
の
合
法
な
収
入
と
の
間
の
著
し
い
不
均
衡
、
②
手
続
の
契
機
と
な
っ
た
犯
罪
に
つ
い
て
の
捜
査
の
結
果
、
③
客
体
が
発
見
・
押

収
さ
れ
た
際
の
状
況
、
④
そ
の
他
の
人
的
お
よ
び
経
済
的
境
遇
で
あ
る
。

　

従
来
、
た
と
え
ば
、
空
港
の
税
関
検
査
や
交
通
検
問
の
際
に
不
審
な
多
額
の
現
金
が
発
見
さ
れ
、
税
関
や
警
察
が
こ
れ
を
押
収
す
る
と



法学政治学論究　第118号（2018.9）

38

い
う
ケ
ー
ス
で
は
、
特
定
の
違
法
行
為
を
立
証
す
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
こ
れ
を
は
く
奪
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
、
発
見
し
た
所

持
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
と
さ
れ
）
59
（

る
。
本
項
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
生
じ
う
る
は

く
奪
の
間
隙
を
埋
め
、
組
織
犯
罪
お
よ
び
テ
ロ
犯
罪
へ
の
対
策
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
項
の
独
立
没
収
の
法
的
性
質
は
、
行
為
者

に
対
す
る
制
裁
と
し
て
科
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
犯
罪
収
益
の
利
用
お
よ
び
犯
罪
活
動
へ
の
再
投
資
を
防
止
す
る
た
め
に
、
刑
法
上
の

違
法
な
財
産
状
態
を
除
去
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
他
の
犯
罪
収
益
は
く
奪
に
関
す
る
制
度
と
同
様
に
、
責
任
主
義
に

は
服
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
）
60
（
る
。

㈨　

拡
大
没
収
お
よ
び
独
立
没
収
の
公
訴
時
効
期
間
の
新
設

　

七
六
条
ｂ
が
新
設
さ
れ
、
拡
大
没
収
（
七
三
条
ａ
）
お
よ
び
独
立
没
収
（
七
六
条
ａ
）
に
関
し
、
そ
の
時
効
期
間
が
、
犯
罪
収
益
の
由

来
と
な
る
違
法
行
為
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
三
〇
年
間
と
い
う
独
立
の
時
効
期
間
が
設
定
さ
れ
た
。
時
効
の
起
算
点
は
、
犯
罪
収
益
の
由
来

と
な
る
違
法
行
為
の
終
了
時
で
あ
る
（
七
六
条
ｂ
一
項
二
文
）。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
収
益
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
違
法
行
為
が
既

に
公
訴
時
効
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
検
察
官
は
、
当
該
犯
罪
の
拡
大
没
収
・
独
立
没
収
を
申
し
立
て
る
（
刑
事
訴
訟
法
四
三
五
条
）
こ

と
が
で
き
る
。

四　

お
わ
り
に

　

犯
罪
被
害
財
産
の
没
収
の
問
題
は
、
日
本
で
は
、
平
成
一
八
年
の
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
に
伴
う
被
害
回
復
金
支
給
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
既
に
対
応
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
改
正
に
は
特
段
の
目
新
し
さ
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
他
方
で
、
拡
大
没
収
の
適
用
範
囲
の
拡
大
や
、
具
体
的
な
違
法
行
為
の
立
証
を
要
し
な
い
独
立
没
収
制
度
の
導
入
は
、
日
本
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の
没
収
・
追
徴
制
度
の
現
状
か
ら
み
れ
ば
、
か
な
り
大
胆
な
改
革
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

理
論
的
に
は
、「
行
為
か
ら
得
た
」
の
解
釈
に
関
す
る
本
改
正
前
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
が
興
味
を
惹
く
。
こ
れ
が
、「
行
為
に
よ

り
得
た
」
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
、
立
法
者
の
意
図
通
り
に
裁
判
所
の
判
断
が
統
一
に
向
か
う
の
か
、
注
目
さ
れ
る
。
日
本
で
は
、「
犯

罪
行
為
に
よ
り
得
た
」
の
解
釈
に
つ
い
て
の
議
論
は
深
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
フ
ォ

ロ
ー
す
る
こ
と
は
、
没
収
の
対
象
範
囲
に
関
す
る
日
本
の
議
論
の
発
展
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
も
っ
ぱ
ら
本
改
正
の
概
略
の
紹
介

に
終
始
し
た
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
理
論
的
な
研
究
は
別
稿
で
行
い
た
い
。

（
1
）  

本
稿
は
、
横
濱
和
弥
氏
（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
三
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
大
学
院
生
有
志
と
行
っ
た
犯
罪
収
益

の
は
く
奪
に
関
す
る
勉
強
会
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
2
）  BG

Bl I, S. 872. 

同
法
律
の
原
案
は
、
二
〇
一
六
年
八
月
一
二
日
に
連
邦
政
府
か
ら
連
邦
参
議
院
に
提
出
さ
れ
（BR-D

rs. 418/16

）、
同
年
九

月
五
日
に
連
邦
議
会
に
送
付
さ
れ
た
（BT-D

rs. 18/9525

）。
連
邦
議
会
に
お
け
る
審
議
で
は
、
法
務
お
よ
び
消
費
者
保
護
委
員
会
に
よ
る
勧
告

お
よ
び
報
告
（BT-D

rs. 18/11640

）
に
基
づ
く
修
正
が
行
わ
れ
、
修
正
案
が
同
年
三
月
二
三
日
に
同
議
会
で
可
決
（BT-Plenarprotokoll 

18/225, 22622

（D

））
さ
れ
た
後
、
同
年
同
月
三
一
日
に
は
連
邦
参
議
院
を
通
過
し
（BR-Plenarprotokoll 956, 174

（A

））、
同
年
四
月
一
三

日
に
大
統
領
に
よ
り
認
証
さ
れ
た
。

（
3
）  

「
利
益
収
奪
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
単
に
「
収
奪
」
と
す
る
。

（
4
）  BT-D
rs. 18/9525, S. 48.

（
5
）  

大
越
義
久
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
没
収
」
松
尾
浩
也
＝
芝
原
邦
爾
編
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
（
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
）』（
有
斐
閣
、
一
九

九
四
年
）
二
四
七
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
刑
法
の
没
収

―
そ
の
沿
革
と
改
正

―
」
町
野
朔
＝
林
幹
人
編
『
現
代
社
会
に
お
け
る
没
収
・
追

徴
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
一
九
九
頁
以
下
、
西
田
典
之
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
利
得
剝
奪
制
度
の
改
正
」
同
書
二
〇
六
頁
以
下
。

（
6
）  

前
掲
注
（
5
）
の
文
献
の
ほ
か
、
伊
東
研
祐
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
法
利
得
剝
奪
（Verfall

）
法
の
新
展
開

―
資
金
洗
浄
取
締
規
定
関
係
を

含
め
て

―
」
町
野
朔
＝
林
幹
人
編
『
現
代
社
会
に
お
け
る
没
収
・
追
徴
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
二
一
八
頁
以
下
。
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
者

に
よ
る
講
演
の
翻
訳
と
し
て
、
ト
ー
マ
ス
・
レ
ナ
ウ
／
甲
斐
克
則
（
監
訳
）、
北
尾
仁
宏
＝
熊
谷
智
大
（
訳
）「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
犯
罪
収
益
の
剝
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奪
、
利
益
収
奪
お
よ
び
被
害
者
へ
の
返
還

―
概
観

―
」
比
較
法
学
五
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
七
九
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
収
奪
に
関
す
る

議
論
状
況
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
島
田
聡
一
郎
「
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
るVerfall

を
巡
る
議
論
」
川
端
博
ほ
か
編
『
理
論
刑
法
学
の
探

究
②
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
五
頁
以
下
。

（
7
）  Thom

as Fischer, Strafgesetzbuch m
it N
ebengesetzen, 63. Aufl., 2016, 

§73 Rn. 4.
（
8
）  
無
免
許
運
転
の
際
の
乗
用
車
の
よ
う
な
単
に
犯
罪
行
為
に
関
係
す
る
だ
け
の
客
体 

（Beziehungsgegenstände

）
は
、
特
別
の
規
定
が
あ
る

場
合
に
の
み
没
収
可
能
と
さ
れ
て
い
た
。

（
9
）  Bernd-D

ieter M
eier, Strafrechtliche Sanktionen, 4. Aufl., 2015, S. 447.

（
10
）  M

eier, a. a. O. （Fn. 9

）, S. 449 

参
照
。

（
11
）  

旧
七
四
条
二
項
二
号
に
該
当
す
る
客
体
は
、
裁
判
時
に
そ
れ
が
第
三
者
の
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
同
条
項
に
よ
り
没
収
可
能
で

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者
は
金
銭
上
の
補
償
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
旧
七
四
条
ｆ
一
項
）。

（
12
）  Zw

eites G
esetz zur Reform

 des Strafrechts （2. StrRG

） vom
 04. April 1969, BG

Bl I, S. 717.

（
13
）  

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
『
ド
イ
ツ
刑
法
典
』（
法
務
資
料
四
六
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
の
訳
を
参
考
に
し
た
。

（
14
）  Albin Eser, in: Adolf Schönke/H
orst Schröder, Strafgesetzbuch, Kom

m
entar, 24. Aufl., 1991, 

§73 Rn. 17.

（
15
）  G

esetz zur Ä
nderung des Außenw

irtschaftsgesetzes, des Strafgesetzbuches und anderer G
esetze vom

 28. Februar 1992, 
BG
Bl I, S. 372.

（
16
）  BT-D

rs. 12/1134, S. 12.

（
17
）  Kristian Kühl/M
artin H

eger, Strafgesetzbuch, Kom
m
entar, 28. Aufl., 2014, 

§73 Rn. 4. 

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
純
益
を
超
え

る
部
分
を
収
奪
す
る
の
に
、
有
責
性
が
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
。

（
18
）  BG

H
St 47, 369; BVerfG

E 110, 1.

（
19
）  BG
H
St N

StZ 2001, 312. 

以
上
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
髙
山
佳
奈
子
「
犯
罪
収
益
の
剝
奪
」
法
学
論
叢
一
五
四
巻
四
・
五
・
六
号
（
二
〇
〇

四
年
）
四
六
七
頁
以
下
が
詳
し
い
。

（
20
）  M

eier, a. a. O. （Fn. 9

）, S. 443.

（
21
）  Fischer, a. a. O. （Fn. 7

）, 

§73 Rn. 12.

（
22
）  Fischer, a. a. O. （Fn. 7

）, 

§73 Rn. 11.
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（
23
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 47.

（
24
）  

麻
薬
取
引
の
罪
に
関
し
、
麻
薬
の
購
入
代
金
、
輸
送
費
、
運
送
人
の
労
賃
を
差
し
引
か
ず
、
売
却
代
金
全
額
が
収
奪
の
対
象
に
な
る
と
し
た
例

と
し
て
、BG

H
 N
StZ 1994, 123

。
製
紙
会
社
の
幹
部
が
輸
出
入
禁
止
に
反
し
て
タ
バ
コ
紙
を
セ
ル
ビ
ア
に
所
在
す
る
会
社
に
納
入
し
た
と
い

う
対
外
経
済
法
違
反
の
罪
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
売
却
代
金
全
額
の
収
奪
を
命
じ
た
例
と
し
て
、BG

H
St 47, 369

。

（
25
）  
不
当
な
広
告
に
よ
り
客
を
商
品
の
購
入
に
誘
引
し
た
と
い
う
不
正
競
争
防
止
法
違
反
の
事
案
に
つ
き
、
構
成
要
件
の
実
現
か
ら
、
直
接
に
、
行

為
経
過
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
得
ら
れ
た
財
産
的
価
値
が
、
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
に
あ
た
る
と
し
て
、
本
件
行
為
か
ら
得
た
も
の
は
、
商
品

の
注
文
を
受
け
る
機
会
で
は
な
く
、
商
品
の
売
却
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
売
上
金
だ
と
し
た
も
の
と
し
て
、BG

H
St 52, 227

。
株
式
会
社
の
最
高

経
営
責
任
者
で
あ
っ
た
者
ら
が
、
同
社
の
株
式
の
価
値
を
不
当
に
高
め
る
た
め
に
同
社
の
会
計
に
不
正
な
処
理
を
行
っ
た
う
え
で
、
株
式
を
他
社

に
売
却
し
た
と
い
う
詐
欺
（
未
遂
）
の
事
案
に
つ
き
、
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
全
額
が
、
得
ら
れ
た
も
の
に
あ
た
る
と
し
た
も
の
と
し

て
、BG

H
 N
StZ 2011, 83

。

（
26
）  BG

H
St 47, 260.

（
27
）  BG

H
St 50, 299.

（
28
）  BG

H
St 57, 79.

（
29
）  

こ
れ
に
対
し
、
慰
謝
料
請
求
権
は
原
状
回
復
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
含
ま
れ
な
い
（Fischer, a. a. O. 

（Fn. 7

）, 

§73 Rn. 
20.

）。

（
30
）  M

eier, a. a.O. （Fn. 9

）, S. 444.

（
31
）  BG

H
 N
StZ 1984, 409.

（
32
）  Beschlagnehm

e

とSicherstellung 

の
訳
し
分
け
は
、
金
尚
均
ほ
か
『
ド
イ
ツ
刑
事
法
入
門
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
五
年
）
一
七
四
頁

（
辻
本
典
央
）
に
、dinglicher Arrest

の
訳
は
島
田
・
前
掲
注
（
6
）
一
八
九
頁
に
し
た
が
っ
た
。

（
33
）  Thom
as Rönnau, Verm

ögensabschöpfung in der Praxis, 2. Aufl., 2015, S. 102 f.

参
照
。

（
34
）  G
esetz zur Stärkung der Rückgew

innungshilfe und der Verm
ögensabschöpfung bei Straftaten vom

 24. O
ktober 2006, BG

Bl 
I, S. 2350.

（
35
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 1.

（
36
）  M

eier, a. a. O. （Fn. 9

）, S. 446.
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（
37
）  Fischer, a. a. O. （Fn. 7

）, 

§73 Rn. 31.

（
38
）  Fischer, a. a. O. （Fn. 7

）, 

§73 Rn. 39.
（
39
）  BG

H
St 45, 235.

（
40
）  
本
制
度
を
紹
介
し
、
批
判
的
に
検
討
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
公
文
孝
佳
「
利
益
収
奪
の
拡
大
と
限
界
に
つ
い
て

―
ド
イ
ツ
の
刑
法
改
正
を

素
材
と
し
て
」
北
大
法
学
論
集
四
七
巻
六
号
（
一
九
九
七
年
）
二
三
三
頁
以
下
。

（
41
）  G

esetz zur Bekäm
pfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsform

en der O
rganisierten Krim

inalität 

（O
rgKG

） vom
 15. Juli 1992, BG

Bl I, S. 1302.

（
42
）  Fischer, a. a. O. （Fn. 7

）, 

§73d Rn. 2.

（
43
）  M

eier, a. a. O. （Fn. 9

）, S. 445.

（
44
）  BG

H
St 40, 371.

（
45
）  Fischer, a. a. O. （Fn. 7
）, 
§73c Rn. 2

参
照
。

（
46
）  Rönnau, a. a. O. （Fn. 33
）, S. 208 ff.

参
照
。

（
47
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 47 f.

（
48
）  Fischer, a. a. O. （Fn. 7

）, 

§76 Rn. 3.

（
49
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 55.

（
50
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 55

で
は
、
有
名
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
特
注
品
だ
と
偽
っ
て
既
製
服
を
販
売
し
た
場
合
、
既
製
服
の
価
値
の
部
分
は
控
除
可

能
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

（
51
）  

「
第
八
一
七
条　

法
律
又
は
良
俗
に
対
す
る
違
反

　
　
　

あ
る
給
付
の
目
的
が
、
受
領
者
が
受
領
に
よ
り
法
律
に
よ
る
禁
止
又
は
良
俗
に
違
反
し
た
こ
と
を
内
容
と
す
る
方
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
と

き
は
、
受
領
者
は
、
返
還
の
義
務
を
負
う
。
給
付
者
が
、
同
様
に
か
か
る
違
反
の
責
め
を
負
う
べ
き
と
き
は
、
給
付
が
債
務
の
成
立
で
あ
る
と
き

を
除
き
、
返
還
請
求
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
し
、
か
か
る
債
務
の
履
行
の
た
め
に
給
付
さ
れ
た
も
の
は
、
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

　
　
　

訳
文
は
、
山
口
和
人
訳
『
基
本
情
報
シ
リ
ー
ズ
⑳　

ド
イ
ツ
民
法
Ⅱ
（
債
務
関
係
法
）』（
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
二
〇
一

五
年
）
に
し
た
が
っ
た
。

（
52
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 55.
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（
53
）  BT-Drs. 18/9525, S. 55, 68.

な
お
、Thom

as Rönnau/M
oritz Begem

eier, Grund und Grenzen der Bruttoeinziehung. Zur Gestaltung 
der Bruttoabschöpfung anlässlich der Reform

 der strafrechtlichen Verm
ögensabschöpfung, G

A 2017, S. 12

は
、
違
法
性
の
意
識

ま
で
は
不
要
だ
と
す
る
。 

（
54
）  Tim

 G
ebauer, Reform

 des strafrechtlichen Verm
ögensabschöpfung, ZRP 2016, 101. 

二
〇
一
六
年
に
言
い
渡
さ
れ
た
収
奪
の
件
数

は
、
二
一
〇
二
件
（
成
人
と
年
長
少
年
を
合
わ
せ
た
数
）
で
あ
っ
た
。
没
収
の
件
数
は
四
〇
二
六
二
件
（
同
上
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
と
比

較
す
る
と
言
渡
し
の
数
は
少
な
い
（Statistisches Bundesam
t, Rechtspflege, Strafverfolgung, 2016, S. 368 f.

）。

（
55
）  

以
下
の
記
述
に
つ
き
、BT-D

rs. 18/9525, S. 51 ff. 

た
だ
し
、
草
案
の
修
正
に
よ
り
、
草
案
説
明
書
上
の
条
文
番
号
と
現
行
法
の
条
文
番
号

に
は
、
一
部
で
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。

（
56
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 57.

（
57
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 63 ff.

（
58
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 73.

（
59
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 48.

（
60
）  BT-D

rs. 18/9525, S. 58.

﹇
追
記
﹈　

本
稿
脱
稿
後
に
、M
arcus Köhler, D

ie Reform
 der strafrechtlichen Verm

ögensabschöpfung ‒ Teil 1/2, N
StZ 2017, S. 497 ff.; 

M
arcus Köhler/Christiane Burkhard, D

ie Reform
 der strafrechtlichen Verm

ögensabschöpfung ‒ Teil 2/2, N
StZ 2017, S. 665 ff. 

に
接
し
た
。
豊
富
な
事
例
を
用
い
て
現
行
制
度
を
平
易
に
解
説
し
た
検
察
官
に
よ
る
論
文
で
あ
り
、
大
変
参
考
に
な
る
。
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改
正
後

改
正
前

第
七
節　

収
奪
及
び
没
収

（
収
奪
の
要
件
）

第
七
三
条　

違
法
行
為
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
正
犯
又
は
共
犯
が
、

行
為
の
た
め
に
、
又
は
行
為
か
ら
何
も
の
か
を
得
た
と
き
は
、
裁

判
所
は
、
収
奪
を
命
じ
る
。
た
だ
し
、
違
法
な
行
為
か
ら
被
害
者

に
請
求
権
が
生
じ
、
そ
の
履
行
に
よ
り
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
も
の

が
は
く
奪
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

収
奪
命
令
は
、
得
ら
れ
た
も
の
か
ら
得
ら
れ
た
収
益
に
及
ぶ
。

収
奪
命
令
は
、
得
ら
れ
た
客
体
の
譲
渡
に
よ
り
、
又
は
そ
の
破
壊
、

損
壊
若
し
く
は
没
収
の
代
償
と
し
て
、
又
は
得
ら
れ
た
権
利
に
基

づ
い
て
、
正
犯
又
は
共
犯
が
得
た
も
の
に
も
及
び
う
る
。

３　

正
犯
ま
た
は
共
犯
が
、
他
人
の
た
め
に
行
為
し
、
か
つ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
そ
の
者
が
何
も
の
か
を
得
た
と
き
は
、
第
一
項
及
び

第
二
項
の
収
奪
命
令
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
言
い
渡
さ
れ
る
。

４　

客
体
が
、
行
為
の
た
め
に
、
又
は
行
為
の
状
況
を
知
り
つ
つ
、

そ
れ
を
与
え
た
第
三
者
に
帰
属
し
、
又
は
そ
の
権
利
に
服
す
る
と

き
も
、
そ
の
収
奪
が
命
じ
ら
れ
る
。

第
七
節　

没
収

（
正
犯
又
は
共
犯
の
犯
罪
収
益
の
没
収
）

第
七
三
条　

正
犯
又
は
共
犯
が
、
違
法
行
為
に
よ
り
、
又
は
違
法

行
為
の
た
め
に
何
も
の
か
を
得
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
没

収
を
命
じ
る
。

２　

正
犯
又
は
共
犯
が
、
得
ら
れ
た
も
の
か
ら
収
益
を
得
た
と
き

も
、
裁
判
所
は
、
そ
の
没
収
を
命
じ
る
。

３　

裁
判
所
は
、
次
の
場
合
に
も
、
客
体
の
没
収
を
命
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。
正
犯
若
し
く
は
共
犯
が
、

一　

得
ら
れ
た
も
の
の
譲
渡
に
よ
り
、
若
し
く
は
そ
の
破
壊
、

損
壊
若
し
く
は
没
収
の
代
償
と
し
て
客
体
を
得
た
と
き
、

又
は
、

二　

得
ら
れ
た
権
利
に
基
づ
い
て
客
体
を
得
た
と
き
。

条
文
新
旧
対
照
表

（
注
）　

改
正
前
の
条
文
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
『
ド
イ
ツ
刑
法
典
』（
法
務
資
料
四
六
一
号
、
二
〇
〇
七

年
）
を
参
考
に
し
た
。
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（
代
価
収
奪
）

第
七
三
条
ａ　

特
定
の
客
体
の
収
奪
が
、
得
ら
れ
た
も
の
の
性
状

若
し
く
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
不
可
能
で
あ
る
と
き
、
又
は
第

七
三
条
第
二
項
第
二
文
の
代
償
客
体
の
収
奪
が
命
じ
ら
れ
な
か
っ

た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
得
ら
れ
た
も
の
の
価
値
に
対
応
し
た
金

額
の
没
収
を
命
じ
る
。
客
体
の
価
値
が
最
初
に
得
ら
れ
た
も
の
の

価
値
を
下
回
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
客
体
の
収
奪
と
併
せ
て
、

第
一
文
の
命
令
を
す
る
。

（
査
定
）

第
七
三
条
ｂ　

得
ら
れ
た
も
の
の
範
囲
及
び
価
値
、
並
び
に
そ
れ

を
履
行
す
れ
ば
違
法
な
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
が
正
犯
又
は
共

犯
か
ら
は
く
奪
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
請
求
権
の
額
は
、
評
価
に
よ
り

決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
正
犯
又
は
共
犯
の
犯
罪
収
益
の
拡
大
没
収
）

第
七
三
条
ａ　

違
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、

客
体
が
他
の
違
法
行
為
に
よ
り
、
又
は
他
の
違
法
行
為
の
た
め
に

得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
正
犯
又
は
共
犯
の
客

体
の
没
収
を
命
じ
る
。

２　

正
犯
又
は
共
犯
が
、
前
項
の
没
収
命
令
の
前
に
他
の
違
法
行

為
に
関
与
し
、
か
つ
、
そ
の
客
体
の
没
収
に
つ
い
て
新
た
に
裁
判

が
な
さ
れ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
既
に
下
さ
れ
た
命
令
を
考
慮

す
る
。

（
他
人
の
犯
罪
収
益
の
没
収
）

第
七
三
条
ｂ　

第
七
三
条
及
び
第
七
三
条
ａ
の
没
収
命
令
は
、
次

の
場
合
に
は
、
正
犯
又
は
共
犯
に
あ
た
ら
な
い
者
に
対
し
、
言
い

渡
さ
れ
る
。

一　

そ
の
者
が
行
為
に
よ
っ
て
何
も
の
か
を
得
、
か
つ
、
正

犯
若
し
く
は
共
犯
が
そ
の
者
の
た
め
に
行
為
し
た
と
き
、

二　

得
ら
れ
た
も
の
が
、
そ
の
者
に

　
　

ア 　

無
償
で
、
若
し
く
は
法
的
な
根
拠
な
く
移
転
さ
れ

た
と
き 

、
若
し
く
は
、

　
　

イ 　

移
転
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
者
が
、
得
ら
れ
た
も
の

が
違
法
行
為
に
起
因
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
若
し

く
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
、
又
は
、
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（
過
酷
条
項
）

第
七
三
条
ｃ　

収
奪
は
、
そ
れ
が
対
象
者
に
と
っ
て
不
当
に
過
酷

で
あ
る
と
き
は
、
命
じ
ら
れ
な
い
。
得
ら
れ
た
も
の
の
価
値
が
、

三　

得
ら
れ
た
も
の
が
、
そ
の
者
に
、

　
　

ア 　

相
続
人
と
し
て
承
継
さ
れ
た
と
き
、
若
し
く
は
、

　
　

イ 　

遺
留
分
権
利
者
若
し
く
は
受
遺
者
と
し
て
移
転
さ

れ
た
と
き
。

　

本
項
第
一
文
第
二
号
及
び
第
三
号
は
、
得
ら
れ
た
も
の
が
違
法

行
為
に
起
因
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
又
は
知
る
必
要
が
な

か
っ
た
第
三
者
に
、
前
も
っ
て
、
有
償
か
つ
法
的
な
根
拠
を
伴
っ

て
移
転
さ
れ
た
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

２　

他
人
が
、
前
項
第
一
文
第
二
号
又
は
第
三
号
の
要
件
の
下
で
、

得
ら
れ
た
も
の
の
価
値
に
対
応
す
る
客
体
を
得
た
と
き
、
又
は
、

得
ら
れ
た
も
の
に
よ
る
収
益
を
得
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
そ
れ

に
対
し
て
も
没
収
を
命
じ
る
。

３　

第
一
項
第
一
文
第
二
号
又
は
第
三
号
の
要
件
の
下
で
、
裁
判

所
は
、
次
の
も
の
の
没
収
も
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

得
ら
れ
た
客
体
の
譲
渡
に
よ
り
、
若
し
く
は
そ
の
破
壊
、

損
壊
若
し
く
は
没
収
の
代
償
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
、
又

は
、

二　

得
ら
れ
た
権
利
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た
も
の
。

（
犯
罪
収
益
の
価
値
の
没
収
）

第
七
三
条
ｃ　

客
体
の
没
収
が
、
得
ら
れ
た
も
の
の
性
状
若
し
く

は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
不
可
能
で
あ
る
と
き
、
又
は
第
七
三
条
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命
令
の
時
点
で
、
も
は
や
対
象
者
の
財
産
の
中
に
存
在
し
な
い
と

き
、
又
は
得
ら
れ
た
も
の
が
わ
ず
か
な
価
値
し
か
な
い
と
き
は
、

命
令
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２　

支
払
の
軽
減
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
四
二
条
を
準
用
す
る
。

（
拡
大
収
奪
）

第
七
三
条
ｄ  

本
条
を
指
示
す
る
法
規
が
定
め
る
違
法
行
為
が
行

わ
れ
た
場
合
に
は
、
状
況
か
ら
、
客
体
が
違
法
な
行
為
の
た
め
に
、

又
は
違
法
な
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ

れ
る
と
き
も
、
裁
判
所
は
、
正
犯
又
は
共
犯
の
客
体
の
没
収
を
命

じ
る
。
客
体
が
、
違
法
な
行
為
の
た
め
に
、
又
は
違
法
な
行
為
か

ら
得
ら
れ
た
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
り
、
正
犯
又
は
共
犯
に
帰
属

し
な
い
、
又
は
そ
の
権
限
に
服
し
な
い
と
き
も
、
第
一
文
は
適
用

さ
れ
る
。
第
七
三
条
第
一
項
第
二
文
、
第
七
三
条
ｂ
と
結
び
つ
い

た
同
条
及
び
第
七
三
条
第
二
項
を
準
用
す
る
。

２　

行
為
後
に
、
特
定
の
客
体
の
収
奪
が
、
全
部
又
は
一
部
不
可

能
に
な
っ
た
と
き
は
、
第
七
三
条
ａ
及
び
第
七
三
条
ｂ
を
準
用
す

る
。

３　

正
犯
又
は
共
犯
が
前
項
の
没
収
命
令
の
前
に
行
っ
た
違
法
行

為
を
理
由
と
す
る
第
一
項
の
命
令
の
後
に
、
正
犯
又
は
共
犯
の
客

体
の
没
収
に
つ
い
て
新
た
に
裁
判
が
な
さ
れ
る
と
き
は
、
裁
判
所

第
三
項
若
し
く
は
第
七
三
条
ｂ
第
三
項
の
代
償
客
体
の
没
収
が
命

じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
得
ら
れ
た
も
の
の
価
値

に
対
応
し
た
金
額
の
没
収
を
命
じ
る
。
客
体
の
価
値
が
最
初
に
得

ら
れ
た
も
の
の
価
値
を
下
回
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
客
体
の
没

収
と
併
せ
て
、
第
一
文
の
命
令
を
す
る
。

（
得
ら
れ
た
も
の
の
価
値
の
決
定
：
査
定
）

第
七
三
条
ｄ　

得
ら
れ
た
も
の
の
価
値
を
決
す
る
際
に
は
、
正
犯
、

共
犯
又
は
他
人
の
経
費
は
控
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
行
為
の
遂
行

又
は
そ
の
準
備
の
た
め
に
費
消
さ
れ
又
は
投
入
さ
れ
た
も
の
は
、

行
為
の
被
害
者
に
対
す
る
債
務
を
履
行
す
る
た
め
の
給
付
に
あ
た

ら
な
い
限
り
、
控
除
さ
れ
な
い
。

２　

控
除
さ
れ
る
べ
き
経
費
を
含
め
、
得
ら
れ
た
も
の
の
範
囲
及

び
価
値
は
、
評
価
に
よ
り
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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は
、
既
に
下
さ
れ
た
命
令
を
考
慮
す
る
。

４　

第
七
三
条
ｃ
を
準
用
す
る
。

（
収
奪
の
効
果
）

第
七
三
条
ｅ　

客
体
の
収
奪
が
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
物
の
所

有
権
又
は
収
奪
さ
れ
た
権
利
は
、
そ
れ
が
裁
判
の
確
定
の
時
点
で

命
令
の
対
象
者
の
権
利
に
服
す
る
と
き
は
、
裁
判
の
確
定
と
と
も

に
国
に
移
転
す
る
。
客
体
に
対
す
る
第
三
者
の
権
利
は
、
存
続
す

る
。

２　

命
令
は
、
そ
の
確
定
前
は
、
民
法
典
第
一
三
六
条
の
意
味
に

お
け
る
譲
渡
禁
止
と
し
て
の
効
果
を
有
す
る
。
禁
止
に
は
、
譲
渡

以
外
の
他
の
処
分
も
含
ま
れ
る
。

（
没
収
の
要
件
）

第
七
四
条　

故
意
の
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ

て
生
じ
、
又
は
そ
の
遂
行
若
し
く
は
予
備
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、

若
し
く
は
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
客
体
は
、
没
収
さ
れ
う
る
。

２　

没
収
は
、
次
の
と
き
に
の
み
許
さ
れ
る
。

一　

裁
判
の
時
点
で
、
客
体
が
、
正
犯
又
は
共
犯
に
帰
属
し
、

（
犯
罪
収
益
又
は
そ
の
代
価
の
没
収
の
排
除
）

第
七
三
条
ｅ　

第
七
三
条
か
ら
第
七
三
条
ｃ
の
没
収
は
、
行
為
に

よ
り
被
害
者
に
生
じ
た
得
ら
れ
た
も
の
の
返
還
請
求
権
又
は
そ
の

価
値
の
補
償
に
対
す
る
請
求
権
が
消
滅
し
た
と
き
に
は
、
命
じ
ら

れ
な
い
。

２　

前
項
の
場
合
に
加
え
、
第
七
三
条
ｂ
及
び
第
七
三
条
ｃ
と
結

び
つ
い
た
同
条
の
場
合
に
お
い
て
、
得
ら
れ
た
も
の
の
価
値
が
、

命
令
の
時
点
で
、
も
は
や
対
象
者
の
財
産
の
中
に
存
在
し
な
い
と

き
は
、
没
収
は
命
じ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
対
象
者
が
、
利
得
の

喪
失
の
時
点
で
、
正
犯
若
し
く
は
共
犯
に
対
す
る
没
収
命
令
を
許

し
た
で
あ
ろ
う
状
況
を
知
っ
て
い
た
、
又
は
こ
れ
を
軽
率
に
よ
り

知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
正
犯
及
び
共
犯
の
生
成
物
件
、
行
為
手
段
及
び
行
為
客
体
の
没
収
）

第
七
四
条　

故
意
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
（
生
成
物
件
）、
又
は

そ
の
遂
行
若
し
く
は
予
備
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
若
し
く
は
用
い

ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
客
体
（
行
為
手
段
）
は
、
没
収
さ
れ
う
る
。

２　

犯
罪
行
為
が
関
係
す
る
客
体
（
行
為
客
体
）
は
、
特
別
の
規

定
に
よ
り
没
収
さ
れ
る
。
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又
は
そ
の
権
利
に
服
す
る
と
き
、
又
は
、

二　

客
体
が
、
そ
の
性
質
及
び
状
況
に
よ
り
、
社
会
を
危
殆

化
し
、
若
し
く
は
又
は
違
法
行
為
の
遂
行
に
役
立
つ
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
。

３　

第
二
項
第
二
文
の
要
件
の
下
で
、
行
為
者
が
責
任
な
く
行
為

し
た
と
き
も
、
没
収
は
許
さ
れ
る
。

４　

没
収
が
、
特
別
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
項
の
要
件
を
超
え
て
、

定
め
ら
れ
又
は
許
さ
れ
る
と
き
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
を
準
用

す
る
。

（
拡
張
さ
れ
た
没
収
要
件
）

第
七
四
条
ａ　

法
規
が
本
条
を
指
示
す
る
場
合
に
は
、
客
体
は
、

第
七
四
条
第
二
項
第
一
号
と
は
別
に
、
裁
判
の
時
点
で
、
そ
れ
が

次
の
者
に
帰
属
し
、
ま
た
は
そ
の
権
利
に
服
す
る
と
き
に
も
没
収

さ
れ
う
る
。

一　

物
若
し
く
は
権
利
が
、
行
為
若
し
く
は
そ
の
予
備
の
手

段
若
し
く
は
客
体
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
、
少
な
く
と
も

軽
率
に
寄
与
し
、
又
は
、

二　

没
収
を
許
し
た
で
あ
ろ
う
状
況
を
知
り
な
が
ら
、
非
難

す
べ
き
方
法
で
客
体
を
得
た
者
。

３　

没
収
は
、
客
体
が
、
裁
判
の
時
点
で
、
正
犯
若
し
く
は
共
犯

に
帰
属
し
、
又
は
そ
の
権
利
に
服
す
る
と
き
に
の
み
許
さ
れ
る
。

特
別
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
を
超
え
て
没
収
が
定
め
ら
れ
、
又
は

許
さ
れ
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（
他
人
の
生
成
物
件
、
行
為
手
段
、
行
為
客
体
の
没
収
）

第
七
四
条
ａ　

法
規
が
本
条
を
指
示
す
る
場
合
に
は
、
客
体
は
、

第
七
四
条
第
三
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
き
に
も
没
収
さ
れ
う

る
。
裁
判
の
時
点
で
、
客
体
が
そ
の
者
に
帰
属
し
又
は
そ
の
権
利

に
服
す
る
者
が
、

一　

客
体
が
行
為
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
若
し
く

は
行
為
客
体
と
な
っ
た
こ
と
に
少
な
く
と
も
軽
率
に
よ
り

寄
与
し
、
又
は
、

二　

没
収
を
許
し
た
で
あ
ろ
う
状
況
を
知
り
な
が
ら
、
非
難

す
べ
き
方
法
で
客
体
を
得
た
と
き
。
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（
比
例
性
の
原
則
）

第
七
四
条
ｂ　

没
収
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
第
七
四

条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
七
四
条
ａ
の
場
合
に
お
い
て
、
没
収
が
、

行
わ
れ
た
行
為
の
重
要
性
及
び
没
収
の
対
象
者
と
な
る
正
犯
、
共

犯
又
は
第
七
四
条
ａ
の
第
三
者
に
対
す
る
非
難
に
比
例
し
な
い
と

き
は
、
没
収
は
命
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

２　

第
七
四
条
及
び
第
七
四
条
ａ
場
合
に
お
い
て
、
没
収
の
目
的

が
よ
り
緩
や
か
な
処
分
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
う
る
と
き
は
、
裁
判

所
は
、
没
収
の
留
保
を
命
じ
、
よ
り
緩
や
か
な
処
分
を
行
う
。
次

の
掲
げ
る
命
令
が
特
に
考
慮
さ
れ
る
。

一　

客
体
を
使
用
不
能
に
す
る
命
令

二　

客
体
に
つ
い
て
、
特
定
の
設
備
若
し
く
は
記
号
を
除
去

し
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
方
法
で
客
体
を
変
更
す
る
命
令
、

又
は
、

三　

特
定
の
方
法
で
客
体
を
使
用
す
る
命
令

命
令
が
従
わ
れ
た
と
き
は
、
没
収
の
留
保
は
取
り
消
さ
れ
る
。
命

令
が
従
わ
れ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
事
後
的
に
没
収
を
命
じ

る
。

３　

没
収
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
没
収
は
、
客
体
の
一

部
に
限
定
さ
れ
う
る
。

（
保
安
没
収
）

第
七
四
条
ｂ　

客
体
が
、
そ
の
性
質
及
び
状
況
に
し
た
が
え
ば
、

社
会
を
危
殆
化
し
、
又
は
違
法
行
為
の
遂
行
に
役
立
つ
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
は
、
客
体
は
、
次
の
と
き
で
あ
っ
て
も
没
収
さ
れ
う

る
。

一　

正
犯
若
し
く
は
共
犯
が
責
任
な
く
行
為
し
た
場
合
、
又

は
、

二　

客
体
が
、
正
犯
若
し
く
は
共
犯
以
外
の
者
に
帰
属
し
若

し
く
は
そ
の
権
利
に
服
す
る
場
合
。

２　

前
項
第
二
号
の
場
合
に
は
、
当
該
他
人
は
、
没
収
さ
れ
た
客

体
の
流
通
価
値
を
考
慮
し
て
、
国
庫
か
ら
相
応
の
金
銭
に
よ
る
補

償
を
受
け
る
。
没
収
さ
れ
た
客
体
に
他
人
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
裁
判
に
よ
っ
て
消
滅
し
、
又
は
侵
害
さ
れ
た
場
合

も
同
様
と
す
る
。

３　

次
の
場
合
に
は
、
補
償
は
認
め
ら
れ
な
い
。

一　

前
項
の
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、

　
　

ア 　

客
体
が
、
行
為
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
、

若
し
く
は
行
為
客
体
と
な
っ
た
こ
と
に
少
な
く
と
も

軽
率
に
寄
与
し
、
若
し
く
は
、

　
　

イ 　

没
収
を
許
す
状
況
を
知
り
な
が
ら
、
非
難
す
べ
き

方
法
で
、
客
体
若
し
く
は
客
体
に
対
す
る
権
利
を
得

た
場
合
、
又
は
、
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（
代
価
没
収
）

第
七
四
条
ｃ　

正
犯
又
は
共
犯
が
、
行
為
時
に
正
犯
又
は
共
犯
に

帰
属
し
又
は
そ
の
権
利
に
服
し
、
か
つ
、
そ
の
没
収
が
言
い
渡
さ

れ
得
た
で
あ
ろ
う
客
体
を
、
没
収
に
つ
い
て
の
裁
判
の
前
に
、
換

価
、
特
に
譲
渡
若
し
く
は
費
消
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

客
体
の
没
収
を
妨
害
し
た
時
は
、
裁
判
所
は
、
裁
判
所
は
、
正
犯

又
は
共
犯
に
対
し
、
客
体
の
価
値
に
対
応
し
た
金
額
の
没
収
を
命

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

正
犯
又
は
共
犯
が
、
没
収
に
つ
い
て
の
裁
判
の
前
に
、
客
体

に
対
し
、
補
償
な
し
に
そ
の
消
滅
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、

又
は
没
収
し
た
場
合
に
は
消
滅
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
第
三
者
の
権
利
を
設
定
し
た
と
き
（
第
七
四
条
ｅ
第
二
項
及

び
第
七
四
条
ｆ
）
は
、
裁
判
所
は
、
客
体
の
没
収
と
併
せ
て
、
又

は
こ
れ
に
代
え
て
、
前
項
の
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判

所
が
、
没
収
と
併
せ
て
前
項
の
命
令
を
し
た
と
き
は
、
客
体
に
設

二　

没
収
を
基
礎
づ
け
た
状
況
に
し
た
が
え
ば
、
補
償
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
者
か
ら
客
体
又
は
客
体
に
対
す
る
権

利
を
補
償
な
く
永
続
的
に
没
収
す
る
こ
と
が
、
刑
法
以
外

の
法
規
に
基
づ
い
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
き
。

　

た
だ
し
、
補
償
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
不
当
に
過
酷
で
あ
ろ
う
と

き
は
、
本
項
第
一
文
に
か
か
わ
ら
ず
、
補
償
は
認
め
ら
れ
う
る
。

（
正
犯
及
び
共
犯
の
生
成
物
件
、
行
為
手
段
及
び
行
為
客
体
の
価
値
の
没
収
）

第
七
四
条
ｃ　

正
犯
又
は
共
犯
が
、
客
体
を
譲
渡
、
費
消
又
は
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
没
収
を
妨
害
し
た
た
め
に
、
特
定
の
客
体
の

没
収
が
不
可
能
で
あ
る
と
き
、
裁
判
所
は
、
正
犯
又
は
共
犯
に
対

し
、
客
体
の
価
値
に
対
応
し
た
金
額
の
没
収
を
命
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。

２　

正
犯
又
は
共
犯
が
、
没
収
に
つ
い
て
の
裁
判
の
前
に
、
客
体

に
消
滅
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
又
は
補
償
な
し
に
命
じ

る
こ
と
が
で
き
な
い
第
三
者
の
権
利
を
設
定
し
た
と
き
（
第
七
四

条
ｂ
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
七
五
条
第
二
項
）
は
、
裁
判
所
は
、

客
体
の
没
収
と
併
せ
て
、
又
は
客
体
の
没
収
に
代
え
て
、
前
項
の

命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
が
、
没
収
と
併
せ
て
前
項

の
命
令
を
し
た
と
き
は
、
客
体
に
設
定
さ
れ
た
権
利
の
価
値
に
し

た
が
い
、
代
価
の
額
を
算
定
す
る
。

３　

客
体
及
び
客
体
に
設
定
さ
れ
た
権
利
の
価
値
は
、
評
価
に
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定
さ
れ
た
権
利
の
価
値
に
し
た
が
い
、
代
価
の
額
を
算
定
す
る
。

３　

客
体
及
び
客
体
に
設
定
さ
れ
た
権
利
の
価
値
は
、
評
価
に

よ
っ
て
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

支
払
の
軽
減
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
四
二
条
を
準
用
す
る
。

（
文
書
の
没
収
及
び
使
用
不
能
処
分
）

第
七
四
条
ｄ　

そ
の
内
容
を
知
り
な
が
ら
故
意
で
そ
れ
を
頒
布
す

る
こ
と
が
刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
内
容
を

持
つ
文
書
（
第
一
一
条
第
三
項
）
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
が
、

違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
頒
布
さ
れ
、
又
は
そ
の
頒
布
が
予
定
さ
れ

て
い
た
と
き
は
、
没
収
さ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
文
書
の
製
造
の

た
め
に
使
用
さ
れ
た
、
又
は
使
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
原
版
、

版
型
、
組
版
、
活
版
印
刷
版
、
ネ
ガ
若
し
く
は
紙
型
の
よ
う
な
器

具
は
、
使
用
不
能
に
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
。

２　

没
収
は
、
頒
布
若
し
く
は
そ
の
予
備
に
関
与
し
た
者
が
所
有

す
る
文
書
、
公
然
と
陳
列
さ
れ
た
文
書
、
又
は
送
付
に
よ
る
頒
布

の
場
合
に
は
、
ま
だ
受
領
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
文
書
に
の

み
及
ぶ
。

３　

そ
の
内
容
を
知
り
な
が
ら
故
意
に
そ
れ
を
頒
布
す
る
こ
と
が
、

そ
の
他
の
行
為
状
況
が
加
わ
っ
て
は
じ
め
て
刑
罰
法
規
の
構
成
要

件
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
内
容
を
持
つ
文
書
（
第
一
一
条
第
三

項
）
に
も
、
第
一
項
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
没
収
及
び
使
用
不

よ
っ
て
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
書
の
没
収
及
び
使
用
不
能
処
分
）

第
七
四
条
ｄ　

そ
の
内
容
を
知
り
な
が
ら
故
意
で
そ
れ
を
頒
布
す

る
こ
と
が
刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
内
容
を

持
つ
文
書
（
第
一
一
条
第
三
項
）
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
が
、

違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
頒
布
さ
れ
、
又
は
そ
の
頒
布
が
予
定
さ
れ

て
い
た
と
き
は
、
没
収
さ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
文
書
の
製
造
の

た
め
に
使
用
さ
れ
た
複
製
の
版
下
と
な
っ
た
器
具
、
又
は
使
用
さ

れ
る
予
定
で
あ
っ
た
複
製
の
版
下
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
器
具
は
、

使
用
不
能
に
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
。

２　

没
収
は
、
頒
布
若
し
く
は
そ
の
予
備
に
関
与
し
た
者
が
所
有

す
る
文
書
、
公
然
と
陳
列
さ
れ
た
文
書
、
又
は
送
付
に
よ
る
頒
布

の
場
合
に
は
、
ま
だ
受
領
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
文
書
に
の

み
及
ぶ
。

３　

そ
の
内
容
を
知
り
な
が
ら
故
意
に
そ
れ
を
頒
布
す
る
こ
と
が
、

そ
の
他
の
行
為
状
況
が
加
わ
っ
て
は
じ
め
て
刑
罰
法
規
の
構
成
要

件
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
内
容
を
持
つ
文
書
（
第
一
一
条
第
三

項
）
に
も
、
第
一
項
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
没
収
及
び
使
用
不
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能
処
分
は
、
次
の
場
合
に
の
み
命
じ
ら
れ
る
。

一　

当
該
文
書
及
び
第
一
項
第
二
文
に
掲
げ
ら
れ
た
客
体
が
、

正
犯
、
共
犯
若
し
く
は
正
犯
若
し
く
は
共
犯
の
た
め
に
行

為
し
た
他
人
が
所
有
す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ

る
頒
布
が
予
定
さ
れ
、
か
つ
、

二　

そ
の
者
に
よ
る
法
律
違
反
の
頒
布
を
阻
止
す
る
た
め
に

措
置
が
必
要
で
あ
る
と
き
。 

４　

文
書
（
第
一
一
条
第
三
項
）
又
は
そ
の
文
書
の
少
な
く
と
も

一
つ
が
、
陳
列
、
掲
示
、
供
覧
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
公
然
と

閲
覧
可
能
な
状
態
に
置
か
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
の

意
味
に
お
け
る
頒
布
と
同
等
で
あ
る
。

５　

第
七
四
条
ｂ
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
を
準
用
す
る
。

（
没
収
の
効
果
）

第
七
四
条
ｅ　

客
体
が
没
収
さ
れ
た
と
き
は
、
物
の
所
有
権
又
は

没
収
さ
れ
た
権
利
は
、
裁
判
の
確
定
と
と
も
に
、
国
に
移
転
す
る
。

２　

客
体
に
対
す
る
第
三
者
の
権
利
は
、
存
続
す
る
。
た
だ
し
、

能
処
分
は
、
次
の
場
合
に
の
み
命
じ
ら
れ
る
。

一　

当
該
文
書
及
び
第
一
項
第
二
文
に
掲
げ
ら
れ
た
器
具
が
、

正
犯
、
共
犯
若
し
く
は
正
犯
若
し
く
は
共
犯
の
た
め
に
行

為
し
た
他
人
が
所
有
す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ

る
頒
布
が
予
定
さ
れ
、
か
つ
、

二　

第
一
号
に
掲
げ
ら
れ
た
者
に
よ
る
法
律
違
反
の
頒
布
を

阻
止
す
る
た
め
に
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
き
。

４　

文
書
（
第
一
一
条
第
三
項
）
又
は
そ
の
文
書
の
少
な
く
と
も

一
つ
が
、
陳
列
、
掲
示
、
供
覧
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
公
然
と

閲
覧
可
能
な
状
態
に
置
か
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
の

意
味
に
お
け
る
頒
布
と
同
等
で
あ
る
。

５　

没
収
若
し
く
は
使
用
不
能
処
分
の
裁
判
の
確
定
時
に
、
物
の

所
有
権
が
、
正
犯
若
し
く
は
共
犯
以
外
の
者
に
あ
っ
た
と
き
、
又

は
裁
判
に
よ
っ
て
消
滅
し
若
し
く
は
侵
害
さ
れ
た
第
三
者
の
権
利

が
客
体
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
流
通
価
値
を

考
慮
し
て
、
国
庫
か
ら
相
応
の
金
銭
に
よ
る
補
償
を
受
け
る
。
第

七
四
条
ｂ
第
三
項
を
準
用
す
る
。

（
機
関
又
は
代
理
人
に
対
す
る
特
別
規
定
）

第
七
四
条
ｅ　

あ
る
者
が
、

一　

法
人
の
代
理
権
あ
る
機
関
と
し
て
、
若
し
く
は
そ
の
よ

う
な
機
関
の
構
成
員
と
し
て
、
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裁
判
所
は
、
第
七
四
条
第
二
項
第
二
号
の
要
件
が
存
在
す
る
こ
と

に
没
収
の
根
拠
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
の
権
利
の
消
滅
を
命
じ
る
。

裁
判
所
は
、
第
三
者
に
第
七
四
条
ｆ
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号

に
定
め
る
補
償
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
も
、
第
三
者
の
権
利
の

消
滅
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

第
七
三
条
ｅ
第
二
項
は
、
ま
だ
裁
判
が
確
定
し
て
い
な
く
と

も
、
没
収
命
令
及
び
没
収
留
保
命
令
に
準
用
す
る
。

（
補
償
）

第
七
四
条
ｆ　

物
の
所
有
権
又
は
没
収
さ
れ
た
権
利
が
、
没
収
若

し
く
は
使
用
不
能
処
分
に
つ
い
て
の
裁
判
の
確
定
の
時
点
で
、
第

三
者
に
帰
属
し
、
又
は
客
体
に
裁
判
に
よ
っ
て
消
滅
し
若
し
く
は

二　

権
利
能
力
の
な
い
団
体
の
役
員
と
し
て
、
若
し
く
は
そ

の
よ
う
な
役
員
会
の
構
成
員
と
し
て
、

三　

権
利
能
力
あ
る
人
的
会
社
の
代
表
権
あ
る
社
員
と
し
て
、

四　

包
括
的
代
理
人
と
し
て
、
若
し
く
は
法
人
若
し
く
は
第

二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
ら
れ
た
団
体
の
業
務
代
理

人
若
し
く
は
商
事
代
理
人
と
し
て
の
指
揮
的
な
立
場
に
お

い
て
、
又
は
、

五　

法
人
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
ら
れ

た
団
体
の
営
業
若
し
く
は
事
業
の
指
揮
に
対
し
て
責
任
を

持
ち
、
指
揮
的
な
立
場
に
お
い
て
業
務
の
遂
行
の
監
督
若

し
く
は
そ
の
他
の
統
制
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
も
そ
の
責

任
に
属
す
る
そ
の
他
の
者
と
し
て
、

第
七
四
条
か
ら
第
七
四
条
ｃ
の
そ
の
他
の
要
件
の
下
で
そ
の
者
に

対
す
る
客
体
若
し
く
は
そ
の
代
価
の
没
収
を
許
し
、
又
は
そ
の
補

償
の
排
除
を
根
拠
づ
け
る
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ

の
行
為
は
、
本
条
を
適
用
す
る
と
き
は
、
本
人
に
帰
責
さ
れ
る
。

第
一
四
条
第
三
項
を
準
用
す
る
。

（
比
例
性
の
原
則
）

第
七
四
条
ｆ　

没
収
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
第
七
四

条
及
び
第
七
四
条
ａ
の
場
合
に
お
い
て
、
没
収
が
、
行
わ
れ
た
行

為
及
び
没
収
の
対
象
者
に
対
す
る
非
難
に
比
例
し
な
い
で
あ
ろ
う
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侵
害
さ
れ
た
第
三
者
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
第
三

者
は
、
流
通
価
値
を
考
慮
し
て
、
国
庫
か
ら
相
応
の
金
銭
に
よ
る

補
償
を
受
け
る
。

２　

次
の
場
合
に
は
、
補
償
は
認
め
ら
れ
な
い
。

一　

第
三
者
が
、
物
又
は
権
利
が
、
行
為
若
し
く
は
そ
の
予

備
の
手
段
若
し
く
は
客
体
と
な
っ
た
こ
と
に
少
な
く
と
も

軽
率
に
寄
与
し
、

二　

第
三
者
が
、
没
収
若
し
く
は
使
用
不
能
処
分
を
許
す
状

況
を
知
り
な
が
ら
、
非
難
す
べ
き
方
法
で
、
客
体
若
し
く

は
客
体
に
対
す
る
権
利
を
得
た
場
合
、
又
は
、

三　

没
収
若
し
く
は
使
用
不
能
処
分
を
基
礎
づ
け
た
状
況
に

し
た
が
え
ば
、
第
三
者
か
ら
客
体
を
補
償
な
く
永
続
的
に

没
収
す
る
こ
と
が
、
刑
法
以
外
の
法
規
に
基
づ
い
て
許
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
と
き
。

３　

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
た
だ
し
、
補
償
を
拒
絶
す
る

こ
と
が
不
当
に
過
酷
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
補
償
は
認
め
ら
れ
う
る
。

（
機
関
又
は
代
理
人
に
対
す
る
特
別
規
定
）

第
七
五
条　

あ
る
者
が
、

一　

法
人
の
代
理
権
あ
る
機
関
と
し
て
、
若
し
く
は
そ
の
よ

う
な
機
関
の
構
成
員
と
し
て
、

二　

権
利
能
力
の
な
い
団
体
の
役
員
と
し
て
、
若
し
く
は
そ

と
き
は
、
没
収
は
命
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
第
七
四
条
か
ら
第

七
四
条
ｂ
及
び
第
七
四
条
ｄ
の
場
合
に
お
い
て
、
没
収
の
目
的
が

よ
り
緩
や
か
な
処
分
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
う
る
と
き
は
、
裁
判
所

は
、
没
収
の
留
保
を
命
じ
る
。
次
に
掲
げ
る
命
令
が
特
に
考
慮
さ

れ
る
。一　

客
体
を
使
用
不
能
に
す
る
命
令

二　

客
体
に
つ
い
て
、
特
定
の
設
備
若
し
く
は
記
号
を
除
去

し
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
方
法
で
客
体
を
変
更
す
る
命
令
、

又
は
、

三　

特
定
の
方
法
で
客
体
を
使
用
す
る
命
令

　

命
令
が
従
わ
れ
た
と
き
は
、
没
収
の
留
保
は
取
り
消
さ
れ
る
。

命
令
が
従
わ
れ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
事
後
的
に
没
収
を
命

じ
る
。
没
収
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
没
収
は
、
客
体
の

一
部
に
限
定
さ
れ
う
る
。

２　

第
一
項
第
二
文
及
び
第
三
文
は
、
第
七
四
条
ｄ
第
一
項
第
二

文
及
び
第
三
項
の
使
用
不
能
処
分
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
没
収
の
効
果
）

第
七
五
条　

客
体
の
没
収
が
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
物
の
所
有

権
又
は
権
利
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
裁
判
の
確
定
と
と
も
に
、

国
に
移
転
す
る
。
客
体
が
、

一　

そ
の
時
点
で
、
命
令
の
対
象
者
に
帰
属
し
、
若
し
く
は
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の
よ
う
な
役
員
会
の
構
成
員
と
し
て
、

三　

権
利
能
力
あ
る
人
的
会
社
の
代
表
権
あ
る
社
員
と
し
て
、

四　

包
括
的
代
理
人
と
し
て
、
若
し
く
は
法
人
若
し
く
は
第

二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
ら
れ
た
団
体
の
業
務
代
理

人
若
し
く
は
商
事
代
理
人
と
し
て
の
指
揮
的
な
立
場
に
お

い
て
、
又
は
、

五　

法
人
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
ら
れ

た
団
体
の
営
業
若
し
く
は
事
業
の
指
揮
に
対
し
て
責
任
を

持
ち
、
指
揮
的
な
立
場
に
お
い
て
業
務
の
遂
行
の
監
督
若

し
く
は
そ
の
他
の
統
制
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
も
そ
の
責

任
に
属
す
る
そ
の
他
の
者
と
し
て
、

第
七
四
条
か
ら
第
七
四
条
ｃ
及
び
第
七
四
条
ｆ
の
そ
の
他
の
要
件

の
下
で
、
そ
の
者
に
対
す
る
客
体
若
し
く
は
そ
の
代
価
の
没
収
を

許
し
、
又
は
そ
の
補
償
の
排
除
を
根
拠
づ
け
る
よ
う
な
行
為
を

行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
、
本
条
を
適
用
す
る
と
き
は
、

本
人
に
帰
責
さ
れ
る
。
第
一
四
条
第
三
項
を
準
用
す
る
。

対
象
者
の
権
利
に
服
す
る
場
合
、
又
は
、

二　

行
為
状
況
を
知
り
な
が
ら
客
体
を
行
為
の
た
め
に
若
し

く
は
他
の
目
的
で
提
供
し
た
第
三
者
に
帰
属
し
若
し
く
は

権
利
が
あ
る
場
合
。

　

そ
の
他
の
場
合
に
は
、
物
の
所
有
権
又
は
権
利
は
、
没
収
命
令

の
確
定
の
告
知
か
ら
六
月
の
経
過
後
に
国
に
移
転
す
る
。
た
だ
し
、

客
体
の
所
有
者
又
は
権
利
者
が
事
前
に
執
行
機
関
に
権
利
を
申
告

し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２　

前
項
の
場
合
の
ほ
か
は
、
客
体
に
対
す
る
第
三
者
の
権
利
は

存
続
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
四
条
ｂ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判

所
は
、
そ
の
権
利
の
消
滅
を
命
じ
る
。
第
七
四
条
及
び
第
七
四
条

ａ
の
場
合
、
裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第
三
者
の
権

利
の
消
滅
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
者
が
、

一　

客
体
が
行
為
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
若
し
く

は
行
為
客
体
と
な
っ
た
こ
と
に
少
な
く
と
も
軽
率
に
寄
与

し
た
場
合
、
又
は
、

二　

没
収
を
許
す
状
況
を
知
り
な
が
ら
、
非
難
す
べ
き
方
法

で
、
客
体
に
対
す
る
権
利
を
得
た
場
合
。

３　

没
収
命
令
又
は
没
収
留
保
命
令
は
、
物
の
所
有
権
又
は
権
利

の
移
転
ま
で
、
民
法
典
第
一
三
六
条
の
意
味
に
お
け
る
譲
渡
禁
止

と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
。

４　

刑
事
訴
訟
法
第
一
一
一
条
ｄ
第
一
項
第
二
文
の
場
合
に
お
い
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通
則

（
代
価
収
奪
又
は
代
価
没
収
の
事
後
的
命
令
）

第
七
六
条　

命
令
後
に
第
七
三
条
ａ
、
第
七
三
条
ｄ
第
二
項
若
し

く
は
第
七
四
条
ｃ
に
掲
げ
ら
れ
た
要
件
の
一
つ
が
生
じ
、
又
は
明

ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
収
奪
の
命
令
又
は
客
体
の
没
収
が
実
行
で

き
な
い
と
き
、
又
は
十
分
で
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
事
後
的

に
、
代
価
の
収
奪
又
は
代
価
の
没
収
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
独
立
命
令
）

第
七
六
条
ａ　

事
実
上
の
事
由
に
よ
り
、
犯
罪
行
為
を
理
由
と
し

て
特
定
の
者
を
訴
追
し
、
又
は
有
罪
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
そ
れ
以
外
の
点
で
は
処
分
を
規
定
し
又
は
許
す
要

件
が
存
在
す
る
と
き
は
、
収
奪
、
客
体
の
没
収
、
代
価
の
没
収
若

し
く
は
使
用
不
能
処
分
が
独
立
に
言
い
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

又
は
言
い
渡
さ
れ
う
る
。

２　

第
七
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
及
び
第
七
四
条
ｄ
の
要

件
の
下
で
、
前
項
は
、
次
の
と
き
に
も
適
用
さ
れ
る
。

一　

犯
罪
行
為
の
訴
追
が
時
効
と
な
っ
た
と
き
、
又
は
、

二　

そ
の
他
の
法
的
な
事
由
に
よ
り
、
特
定
の
者
が
訴
追
さ

れ
得
ず
、
か
つ
、
法
規
が
別
段
の
定
め
を
し
て
い
な
い
と

き
。

て
は
、
破
産
法
第
九
一
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
事
後
的
な
代
価
の
没
収
命
令
）

第
七
六
条　

命
令
後
に
第
七
三
条
ｃ
若
し
く
は
第
七
四
条
ｃ
の
要

件
の
う
ち
の
一
つ
が
生
じ
、
若
し
く
は
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
た
め
、

客
体
の
没
収
命
令
が
十
分
で
な
く
、
又
は
実
行
可
能
で
な
い
と
き

は
、
裁
判
所
は
、
代
価
の
没
収
を
事
後
的
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
独
立
没
収
）

第
七
六
条
ａ　

犯
罪
行
為
を
理
由
と
し
て
特
定
の
者
を
訴
追
し
、

又
は
有
罪
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、

そ
れ
以
外
の
点
で
は
処
分
の
要
件
が
存
在
す
る
と
き
は
、
没
収
又

は
使
用
不
能
処
分
を
独
立
に
命
じ
る
。
処
分
が
許
さ
れ
る
と
き
は
、

裁
判
所
は
、
第
一
文
の
要
件
の
下
で
、
没
収
を
独
立
に
命
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
告
訴
、
授
権
若
し
く
は
処
罰
請
求
が
欠
け
、
又
は

既
に
こ
れ
に
つ
い
て
の
確
定
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、
没
収
は
命

じ
ら
れ
な
い
。

２　

犯
罪
行
為
の
訴
追
が
時
効
と
な
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
第

七
三
条
、
第
七
三
条
ｂ
及
び
第
七
三
条
ｃ
の
要
件
の
下
で
、
犯
罪

収
益
の
没
収
の
独
立
命
令
及
び
犯
罪
収
益
の
価
値
の
独
立
没
収
は
、

許
さ
れ
る
。
第
七
四
条
ｂ
及
び
第
七
四
条
ｄ
の
要
件
の
下
で
、
保
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だ
た
し
、
没
収
又
は
使
用
不
能
処
分
は
、
告
訴
、
授
権
若
し
く

は
処
罰
請
求
が
欠
け
る
と
き
は
、
没
収
は
命
じ
ら
れ
な
い
。

３　

第
一
項
は
、
裁
判
所
が
刑
を
免
除
す
る
と
き
、
又
は
検
察
官

若
し
く
は
裁
判
所
の
裁
量
若
し
く
は
両
者
の
合
意
に
よ
る
訴
訟
手

続
の
打
切
り
を
許
す
規
定
に
よ
り
訴
訟
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
る
と

き
に
も
適
用
さ
れ
る
。

安
没
収
、
文
書
の
没
収
及
び
使
用
不
能
処
分
の
独
立
命
令
に
つ
い

て
も
同
様
と
す
る
。

３　

第
一
項
は
、
裁
判
所
が
刑
を
免
除
す
る
と
き
、
又
は
検
察
官

若
し
く
は
裁
判
所
の
裁
量
若
し
く
は
両
者
の
合
意
に
よ
る
訴
訟
手

続
の
打
切
り
を
許
す
規
定
に
よ
り
訴
訟
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
る
と

き
に
も
適
用
さ
れ
る
。

４　

本
項
第
三
文
に
掲
げ
ら
れ
た
犯
罪
行
為
の
嫌
疑
を
理
由
に
手

続
に
お
い
て
押
収
さ
れ
た
違
法
行
為
に
由
来
す
る
客
体
は
、
押
収

の
対
象
者
が
犯
罪
行
為
を
理
由
に
訴
追
さ
れ
得
ず
、
又
は
有
罪
判

決
を
下
さ
れ
得
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
、
独
立
に

没
収
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
客
体
の
没
収
が
命
じ
ら
れ
た
と

き
は
、
物
の
所
有
権
又
は
権
利
は
、
裁
判
の
確
定
と
と
も
に
国
に

移
転
す
る
。
第
七
五
条
第
三
項
を
準
用
す
る
。
第
一
文
の
意
味
に

お
け
る
犯
罪
行
為
と
は
、

一　

本
法
律
に
お
け
る

　
　

ア 　

第
八
九
条
ａ
の
国
家
を
危
殆
化
す
る
重
大
な
暴
力

行
為
の
予
備
及
び
第
八
九
条
ｃ
第
一
項
か
ら
第
四
項

の
テ
ロ
資
金
提
供

　
　

イ 　

第
一
二
九
条
第
一
項
の
犯
罪
団
体
の
結
成
及
び
第

一
二
九
条
ａ
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項

の
テ
ロ
団
体
の
結
成
並
び
に
一
二
九
条
ｂ
と
結
び
つ

い
た
こ
れ
ら
の
罪
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ウ 　

第
一
八
一
条
ａ
第
一
項
の
売
春
あ
っ
せ
ん
及
び
同

条
第
三
項
と
結
び
つ
い
た
同
項
の
罪

　
　

エ 　

第
一
八
四
条
ｂ
第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
児
童
ポ

ル
ノ
文
書
の
頒
布
、
取
得
及
び
所
持

　
　

オ 　

第
二
三
二
条
か
ら
第
二
三
二
条
ｂ
ま
で
の
営
業
的

か
つ
集
団
的
な
人
身
取
引
、
強
制
売
春
及
び
強
制
労

働
並
び
に
第
二
三
三
条
及
び
第
二
三
三
条
ａ
の
集
団

的
な
労
働
力
搾
取
及
び
自
由
は
く
奪
状
態
の
悪
用
に

よ
る
搾
取

　
　

カ 　

第
二
六
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
資

金
洗
浄
及
び
違
法
に
得
ら
れ
た
財
産
価
値
の
隠
匿

二　

租
税
法
に
お
け
る

　
　

ア 　

第
三
七
〇
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
ら
れ
た
要
件

の
下
で
の
脱
税

　
　

イ 　

第
三
七
三
条
の
営
業
的
、
暴
力
的
か
つ
集
団
的
な

密
輸

　
　

ウ 　

第
三
七
四
条
第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
租
税
贓
物

罪

三　

庇
護
法
に
お
け
る

　
　

ア 　

第
八
四
条
第
三
項
の
濫
用
的
な
難
民
申
請
の
誘
引

　
　

イ 　

第
八
四
条
ａ
の
営
業
的
か
つ
集
団
的
な
濫
用
的
な

難
民
申
請
の
誘
引
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四　

滞
在
法
に
お
け
る

　
　

ア 　

第
九
六
条
第
二
項
の
外
国
か
ら
の
密
航

　
　

イ 　

第
九
七
条
の
死
の
結
果
を
伴
う
不
法
入
国
及
び
営

業
的
か
つ
集
団
的
な
密
航

五　

対
外
経
済
法
に
お
け
る
第
一
七
条
及
び
第
一
八
条
の
故

意
の
犯
罪
行
為

六　

麻
薬
法
に
お
け
る

　
　

ア 　

第
二
九
条
第
三
項
第
二
文
第
一
号
で
指
示
さ
れ
た

規
定
に
よ
る
同
所
で
掲
げ
ら
れ
た
要
件
の
下
で
の
犯

罪
行
為

　
　

イ 　

第
二
九
条
ａ
、
第
三
〇
条
第
一
項
一
号
、
二
号
及

び
四
号
並
び
に
第
三
〇
条
ａ
及
び
第
三
〇
条
ｂ
の
犯

罪
行
為

七　

戦
争
兵
器
管
理
法
に
お
け
る

　
　

ア 　

第
一
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
、
第
二
〇
条
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
二
〇
条
ａ
第
一
項
か
ら
第
三
項

並
び
に
第
二
一
条
と
結
び
つ
い
た
こ
れ
ら
の
犯
罪
行

為

　
　

イ   

第
二
二
条
ａ
第
一
項
か
ら
第
三
項
の
犯
罪
行
為　

八　

武
器
法
に
お
け
る

　
　

ア 　

第
五
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
の
犯
罪
行
為

　
　

イ 　

第
五
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
ｃ
及
び
ｄ
並
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（
さ
と
う　

た
く
ま
、
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
）

び
に
第
五
項
及
び
第
六
項
の
犯
罪
行
為

（
犯
罪
収
益
お
よ
び
犯
罪
収
益
の
価
値
の
没
収
の
公
訴
時
効
）

第
七
六
条
ｂ  

第
七
三
条
ａ
の
犯
罪
収
益
又
は
そ
の
価
値
の
拡
大

没
収
及
び
第
七
六
条
ａ
の
犯
罪
収
益
又
は
そ
の
価
値
の
独
立
没
収

は
、
三
〇
年
の
経
過
に
よ
り
時
効
と
な
る
。
時
効
は
、
正
犯
、
共

犯
又
は
第
七
三
条
ｂ
の
意
味
に
お
け
る
他
人
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

又
は
そ
の
た
め
に
何
も
の
か
を
得
た
と
こ
ろ
の
違
法
行
為
が
終
了

し
た
時
か
ら
進
行
す
る
。
第
七
八
条
ｂ
及
び
第
七
八
条
ｃ
を
準
用

す
る
。

２　

第
七
八
条
二
項
及
び
国
際
刑
法
典
第
五
条
に
あ
た
る
と
き
は
、

第
七
三
条
ａ
の
犯
罪
収
益
又
は
そ
の
価
値
の
拡
大
没
収
及
び
第
七

六
条
ａ
の
犯
罪
収
益
又
は
そ
の
価
値
の
独
立
没
収
は
、
時
効
と
な

ら
な
い
。


